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条番

変丁丁改

也
所生

達更
内

・２１区

成更目目良

平
所番番か

在地地ら

１、 地

定達
出 指

同、届
の 介
護也内

機容

同同同同 同同



ア
次湧そ主村 定

立町

指指

林 施のの別の伐森

定木
林のし整 の伐森町他と

業に国森て備 採

北 海

１ 北

農 海

林平 号 道

水成保場 ） 告

安所 第 産 示

年林 大 第

臣８予 条
の か月定 規森 ら 号

、日林 定

道 公 報

藻清 業
事東小同同同同

同同同

名村町

体琴水 主
地山東神

第

良 北

土事

覧

海

地業平

に

道

改の成

供平

告 す成

良工 示 る

法事年 第

の８

。年
８

昭完月 月

和了 号

の日 日

号

土更関

営変の

道業そ
事

平地計係

成改画書
十良を類
三定は
年南め、
八

つ有林伐計 目の

３た北

つをで

い林に採画 方 要

は次いす定

的件法て。
主図はこる

、のてるめ

主が準

つ伐に、と標

魚

き期

、す伐で伐

きは示

立以

伐分係る齢

択部に

の に

よ限伐木上

ににる

知 う通 よ在 る の所 よ 次
林郡 っ 安別 あ 保紋 が に

す
定町

指別 。 を湧 た

名拓野北

開 区浦 園

る国

備
整

盤
事基同同同同同

進
業促

基

っ
第あ

律が
法出

年届
た

第
）。 号

２
の

条

月号。海

十地道

日

業に

農庁

田支

水知

区空

金

営え

経備

曜

立い

確置

日

も

るる採はの

水、

排て

該と

）を当の

。。種、
いの。

な木る

め立す

定

予有

村
町
市
る
す
在
。所

図

る北の

あ次

で。

定林
事す

森知示

、道に

旨海
堀分

法部

林

る

和限

昭に

北

］
備

整 の盤
道き土地

海農暗客農 種

）

事）成

知）ょ）造

道

成
完平同同同同同

堀
類

に

海定

北規
の

項
１

第

了

と
の

堀次
、

事り

知よ

道

策成

対平

お

用月

業８

農年

用
）ら

水か

排日

）

市
る
係
に

の、

業間

事日

伐

次常次常そ主村間
町

と林に

の呂の呂の伐森

森町森町他

３
第
律也

法）

年達。

務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定

の山定施の 次治予

達年
月 也
日

イ

次佐そ主村間の

町立次
お
の の呂の伐森伐と

木

地
土

達り

森間他と林に

２

改

也
務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定

土一
の山定施の 次治予

イ
良縦

改の

地般
伐お

伐のと

間木の
立次

林林のし整係

に

計森

に国に国森て備る

に採画林

つ有つ有林伐

て。つをでは

い林い林

は次は次いす定、

て。

るの

、の、のてるめ次

、と標と

立図主図はこ

は示主が準お

木に伐に

伐す、す伐で伐り

の示

齢す

採部択部にき期と

課森の伐
を分伐分係る

びの目の

」及林採 業 図

在的件法

び佐所方 要 及
呂

呂つ

と役常魚

の町
次間

呂

」備常

りに郡き

お場

し整係り 伐

、置町

はえ

に森て備ると 採 林町の

る 限

つ国林伐計森す の

では度。

い有に採画林

は。いす定、

て林つを
はこるの

、次てるめ次
準お

伐図、と標と

主の
、示伐で伐り

はに主が
係る齢す

択すにき期と

林採 業 図課森の伐
伐部

所方 要 及びの目の

」及
別在的件法

び湧

呂つ

と場常魚

の役
次町

呂

」え佐

り備郡き

おに

のと

係採り
、い間

は置

は並。

林度る

森限す

る
おの

と栽
の植

次に
、び

る立以る

す・
と法

り方

よ限伐木上。

禁ににに

も

するるる採はの

止限

）を当の

る。。。種、
木る

め立す

定該と

。）

市
る
す

在
。所

いの。

な

省い

。

、覧林

し縦有

略て国

る図

図すの

の供次

そに

部

関す

び）示

及。に

面

分る立以る

類に

書分

係

採はの

よに伐木上。

に

を当の

。る種、も

る限

木る

め立す

）定該と

。

市
る

す
在

。所
いの。

な

略縦
省て町

。

そ供林

、に有

し覧国

）図

面。の

図る次

のす

分

書部

係す

関示

びに

及

種
樹
び
及

。間
る期

類

三
六

北る

を限

市
る
係

に
村

町

係
に
村
町

産
水

道）

海。

道。

海る

北限

をに

市
る

産
水）



第１２ 北

札 海

平作作 幌 道

開成業業 号 告）平 種期 発 示第成 建年類間 第

十 ８ 設条三 部月 に年 公平 長 号お八 か日共成

北 海

平作作作

札）
号１２３

成業業業

幌第

開

種期地 発条

月

設お８

建に年類間域

公平千

部い

長て
準日共成歳

道 公 報

北 ２３

海 え

道 場保た解置

告 所安目い

示 除 林的次て

第 との縦

し図覧 の て」に

号

定、す 理

指は供

第

定１ 北

森を 海

解平解 道

除成除

林

告

予

法

す 示

る年定 第

予８保

昭
和

定月安
林 で 号年

あ日の

号

立次務
林

イ
木の部

図課 伐おの山

のと次治

い と」及 採り

月 ら測 て十 準 、量年

日 次５

す の３月 用

と級

法 り準か 同 お基日 る

金

共）７ 第 公点ら

曜 月

第 量９ 条 測

日

市

か

項 実ま ２ の日

ら用測

次る８長

、す量年、

と法級６町

の同２月沼

準か

お第基日

り
公条点ら

共第測

の日

量項）５

測１量月

由略。

さ省る

実規ま

を

害水の

風排そ
、

し）

れ

北

備地を

防用面

の路図

る所

法

た網

る道

す海

と

第。在

律

市 第

見 ）北 号

広

の

郷 条
２

２

の 第

。呂

るび常 限

す及び の
度

り備

おに

と場

の役

次町

略縦

省て

、い

は置

」え

北 に 了定 終規 がの 施で

、知 通 旨道 る た海 よ し

た
っ 法堀 あ 量が 測事 知

るよ

すに

施定で

和。 昭

が道 測知海 、通北 旨る
っ事 法あ知 量

和。堀 昭た

務
林
部
済

経
庁

支

め走

年

項

市
見
北
び
及
課

よ

北に に

図 定

の 規

次 の

分 次

知部 、

道す り

海示
。 に

る う

堀限 よ

に の

事

のす

そ供

、に

し覧

） 保

書
係
関
び
及）

面。

図る

達

北
を
類

道区紋ら

２３
律
法也

年
路

敷

線の市別川

路別紋河
藻）

名域藻上地

区上市

也 第
律達 法

別

更の１ 北

道しそ日 海

たのか平道 道

。関ら成路

路
告

の

法

係２ 示

図週年種 第

面間８類

昭
和

は、月

区岩地栄
備
に
所
役

内先
内先

内岩地

岩ら番

郡か

１２３

指

也 の
林

達 安

町

か平道路道

しそ日

更の

線の

。関ら成路路

たの

の 係２
間８類名域

図週年種区

産
水
道
海

は、月

面

北

道

３

道
海

路 作

告法 業

示 地

第昭 域

和

別ま
で 紋番

先

瀬先地

丸地１

別１番

別
更の前

変後

線
布間か

前

、一 号年

縦

律海の道

法北般日道

建覧

第道
設に

路る 第

道す ）部供 号

整。

で 字郡ま

及 １

課 第

備 条

後
間１字
番町
１内
栄岩

敷
前別
更の前後

変

、一

蘭

海の道内

北般日道岩

部供
設に線

建覧越

道縦
及
課

備
整。

路る
道す

号

第 町

律 内

法 加

年 幌

第
）

号

敷

１
第

条

地
の

延
員らで
かま 幅

三
七

に

道 定

海 規

北 の

び 項

長

道

木海 、

土北 り

走 よ

網
に 区

所事 の

業知 路

現道

え を

備堀 域

地
の

員らでらで

かまかま 幅
延 海

土北

樽
小
道
海

北
び

長

備堀

に
所事

業知

現道

木

道
、
り

よ
に

定
規

の
項

え

等複
道

国重

を
域

区
の

路

達 と

い の

置 次

の間
と区

変示
告也 り

、 お

て

一号 国重一号

道にに 般般 複国国お

とけけ のの 道道 区
等お

間 間る る の間

の
次

示
告也

、
て達

い
置

変
り

お
と



週１２

公成氏

の、平出出

そ間

名

願 願

の 書衆
び縦８は 年 及の年願又

日者称

関覧月名 月

係に
図供日

北 海

免 北

公許 海

有を 道

水受

先

告

面け

ま

示

埋た

で

第

立い
法旨
、 号

大次

道 公 報

道路道区河西室

１２３

町 路路東

区音３士

の線の郡番西

町先北

類名域更地狩

種
道帯然ら線

字か４

第

更の 北

道しそ日 海

、のか平 道

同関ら成

路
告法
条係２ 示

第図週年 第

２面間８

昭
和
項は、月

の、一 号年
規北般日

号

平
成
十
三
年
八

、。成海

はる平北

書す

道 北
土日

走１

網月

道２

海年

と
正の

所
業

現
木

が
第願

律出
法り

年お
。

第た
）っ

前後後号あ
条

２
第

道広別河
芽地

得５郡１

新北西番

前別
更の前

変後

線間線

敷
地

覧

第に道縦

律定海の

法
よ建
り設に

る 第
路道す ）道部供 号
の路

後供整。

項
開及 １

を課 第
用備 条

始び
す北 の

月
十
日

金後

曜

日

、道

て海

い北

置
え

備
に

起
ら
か
日堀

の
示事

告知

１
項

でらで規

まかまかまの
よ
に
定

でら

り
、
公
有

の
面
水

の

海
北

員らでら

かまか 幅

道延

知
事

る海 規

国重

堀長

。道 定

木 、

土 り

で広 よ

ま帯 に

業 路

現 道

所 の

に 区

備 域

い の

置 次

え を

らでら

かまか

３
て也

し
算達

北 ５

河条 海

川の 道

区規

埋

告

域定

立 面

示

のに 地第

変よ の のの

更り 用

の
て
立
埋

地地 地地

のののののののの

等複

達道

地地地地地地

４
の間

也と区

に
て
面立位区

埋

、 お

て と

地地す

のの関

変示
告 り

位区

３

地地地地

のののの

氏
の区
者
表立

住代
埋

に、 号

廃と
りの
よ次

点点積途
－

川お
敷り のの

地告
がす 揚 点点等示 物 地地
方じ。

らら生る 場 かか

点点点
角角の

向向た

方

点点点点点

漁

地

基ののののののの

港

点点点

準地地地地地地

かかかかか

点点点点点

ららららららら

基かか

向

か方方方方方方方

２

角角角

ら向向向向向向

点積る置域

方角角角角

の常次点漁

事
工

点

施呂のと港 のの

基 行郡 地地

準 区佐

基

かか域呂のの点

点点
方町点点２

らら間地地

向向字かを

方

ん緯

角角浜ら結北

佐

置域点点点点

港港ののの

常次の漁漁

点基基地地地

呂の地

か

佐のを準準点点点

郡

ららら

呂地結点点かか

２２方方方

間点ん基基

字ら線か向向向

町かだ
に北ら角角角 浜
佐のよ緯方

知
市道

幌海
札北

所名域

西達
条

３
北堀
区
央事

中

で
、
河 度度

川
法 分分

施

方方令 のの行 秒秒

昭 向向

和
年

の政 の

向

度 度度度度度度 角

分 度分分分分分分

秒

のの の 分秒秒秒秒秒秒

のののの 方

向向 向 秒方方方方方方

の向向向向

方
向
ののののの のの

だ 呂
間の線度 度度

地に
点よ分 分分

－まっ
囲 のの番でて秒 秒秒５

向向先順ま東 方方地を
の次れ経

にた 公結区 有度 ん域 の水

地線 地面分 のだ

度 向度度 呂地っ

間点て度角

分 ま囲分分 でま分 －度秒 秒秒 をれ

の ５
次区方 番分のの 順た秒

方方 向 地
先秒向向 に域東

結経 のの ん方 公だ 有度向
のの 線

の 水

地地 及

地 面分

目
丁
６也

び

三
八

点第 点 地令 地 地地地地地

第
）
号

地地

点
地

の点点 点点点点点

点

） び秒 点及 点点

地
の

点

と
点点

地地 ） のの 秒



幌幌

市札同滝美登札

市市 区

平

厚中手 ）川唄別

成 町

十 村別央稲

三 名区区市市市区

年
八

北 海

社

海た平道

北し海

定北
会

道。成

表
則月賞

規８献

彰年貢

平日

道 公 報

事事事変

１２３４５６

合 成立業業業更

平組設
認所のの認

行行年

年の可の施施可

月月在期地月 名 ８年所

称日地間区日

日

第

発 北

都組

２３４

海

市合 道

再の

廃廃廃

告

開定 川 川川

示

発款

敷敷

第

法の

敷 地地

等等

変 地 がの

昭更 号

じ類和を

等 生種

号

関成
の平河

そ

１

係

の は月
面８

図年川

、
北日

月 氏沖大高宝高学

十 校

日

善北
人 名
田湊橋崎橋法

夫力雄道 又次海

芳隆辰

夫郎

金

は志
尚

曜

園
学

日

成

海 団北

公

第
則

規
道

海
北

年 成

琴平札平札平

に
）

号

似成幌成幌

３７市７市
区７

・年西年西年

区 １
地月琴月琴月
似 似 区
街条か条

市日１日３日

成目

再丁平丁

地１ら１

認 の

開目

た及

た

月数法し 位 年び年可
第。

日置量律

成老先地）

平白地土号

郡ま第

年白で

条 ８老

第 月町

１ 字

現二

木
土

蘭称

室
道

名 海
え生

備敷

に川

所河

業級

献

名学
大

業

体工
道

置川

推 績良血

功優同同同同

員者
労 職 内功 療 の進 医

く
づ

基

容

表

事

の知

彰道

表海

事北

知
の
次
を
者堀

賞
受

発７

番 組番年
１ 合１
号月
ほ 北
道まか 海日

項

堀
事筆 知で

日竹

規

浦の
定

次 ら、 かり 先よ 地に 番

市 吉り 北お 字と 町の 同

北川

覧生

縦敷

て系

い水
堀

。事

る知

す道

供海

に

４１

決
り也

お
と達

務 と成業業

指の平業

次

務 定

務 お
プ８要名容

り年内 の概

お
と１２３

也
達

ロ月

年

た業

方り平氏代主事

地

る所 名表 税指成

法定
し年事の 又者

月所在

はの 昭た８務所

街 原

和。

地

館

名釧帯登函

８開

番再

達

市市市市市

寄路広別

平
中豊別川

同同江旭
也

るで実象場

区区市市

央

把

り大。あ態製の

よが

、査等握

、き本り調品

年変物物をにや

近く道

施け題

、化流流実お課

て率題しるの

物し効問

ニい化はて整

流

り脈な

ーるの非お静理

と進に、物ど

ズこ推常

月

が

ポ
ル動業

ザ流産

日ー日物
態や

成提実造

平の向構

出

事者

８要査費

年を調消
の

日る動

１す業行

月請

又地 名氏

。

日太札

律
法
年日称名は

進田幌

第

貿市
区 第株作央 ）易幸中 号

式
会北

株市北登大

の条

条社１

式立海別槻公

社路開献材

会釧道市食

條合局推式

西総発血株

寄院広協社

名病帯進会

株自学旭

建
発会

店開議

人用

会隊法信

式衛校川

急病幌庫

東幌札金

社札
幌

札学

店大

貨院

百院学

年」行

多かを多今流を

、る・度のい

様ら図岐

向本

・物た多に動、

化

ににいを道

高流め様つ

流

化効は渡て調物

度の

こ、分効

す率、るは査

る化本

三 なが道と家析率

九

リ、推

ど大物か電し化

なの、サ今進

物き流ら

化
変

を課現年イ後方

流

道情

海や

北和
緩
制

規
、

６西

展

堀進
の

事化

知報

項番

１３

第目

４丁

の３

の北地

規海

特
、堀

り
よ事

に知

定道

部
設

告

同同同同

店

同同同同同

ル静の

取題状次クの策

な握画法脈基

りと把計

流資

くっがに適物礎

巻

要る対市料

環て必よ用

に

也因
要

達の
ど

な
境い の

次也

を
者達

業
約



４

平提持契要本３

そ
す書務に

成出参の約業

場

成係じ

年所る他作に同
照

月、とのる。

９はこ
。要 ３

北 海

郵電フプ平交プ
場ポ

便話ァロ成土付ロ

曜 番番クポ

はザ

号号シー年日所ー

ミザ８及

リル月び、ル
の 日 －－説

道 公 報

３

業企企続当
担

アイウ手

規規務務画画部

新新業

案案

雇雇処実提提等局

の者能体の内

用用理施

創数力制妥容

第

託ロ

プに委プ

アイウエ
行業費ポ

ロ経道物履事

に事しののー

ポ営内流

ザ

ー状
ザ況営情た実
以の

ル、業に実施％ル

の経拠関績に

号

２
履加

参

平行資

成期格
十限及
三び
年選
八

同窓

日に否会

と平定

時
５

後
午

）。
月じ口

明日曜に受

－書日同領 －の金をじ期

交）除。限 － 札

付かく、 幌

期ら。提 市

交出 内間 中

び時所

央及日付場 線
区

所）はび

北－場水間及

３

ま午方

出等等当等

西で前法

条

定

提営点すを伴上選

性

新確基

出規をる有うを

富て規保準

者模お豊し

要お営ないので

ににく

こ用る

求い利知る雇き

契人をと及こ

さて法識

就。

る約で有。びと

れ

機

格履る、業

資のあし

にと、会

行こ国

月す成基

十準 る

日

調月
め２

た年
査
す日

金

も
る

曜

で
の

日

午
ら

目か

丁時

６９

る
あ

で

済ま

経時

道５

海後

北

支。地の

業
産
域
地）

部

係

な共に

が公出

障方創

の務

と等労

こ体る

い団

が

研合

・割

査の

調費

。

の１

。

業原

究

北

建位そ 海

置の平指 道

を関成

築
網基
指係 走準
定図年定 支

し書８

法
庁

たは月 告

平認認対申

１２３４

課

者 定定 成請

月所 消 ８住 取 年取象の

複 北

建数

２３

海

建 道

築
築 れ開所開

網

物
基 る発及発

走

の
準 地許び許

支

認
法 域可氏可

庁 のを名年

定 告

て

確し

をと

務則

名受月

事１

実
北

都は 海

、平開 道

完成発

市
網

区

計
了 走画
し年域 支

た８又

法
庁

。月は 告 ザプ
ー、
ポは
ロ細
プ詳

番

昭
。、 示和

網日 第

走 年

支号 号

び網

第及

律庁

法

雄建

第

町第 ）

武指 号

に
備－

年区及 消

え１ 条

北

号日域名
氏 月 番 日び

成別幌立海

第平紋札公

郡市学道 －

武央共育

１年雄中校教

北組員

月町区済委

号８

を
昭

２字

示

取
和 称け日

第 た及

り 年 者び

消 号

。
第た

律 住号し
法 の番

東大平

）

京和成号

都情
台報年第

東サ２

工

昭

区ー月条

示和

日区 第

に 年

含 号 支

第
律ま

法

網

号 庁

美 第

郡 ）

走
幌

すザ
関ー
にポ
ルロ

町 条

及に
会書

明明
説説

るル

号 第

リと
アこ
ヒる
びよ

海 ５

、北 第

て 項

い １

置
縦走 規

の網 の

般道 号

一

り

供長 よ

に庁 に

覧支 定

雄３合会

。 次

る太 、

す

西代育

武条復教

日

７理長 北
網田

道地目鎌

海番丁人

の

太
長

庁市

支昌

走

上ビ
式網２

７株第

野ス日５

社指の

目会建項

丁

定

番第規

４代
締号り

取９よ

号表－に

第

榎の
次

役、

告

の

美 項

稲 １

字
北
海番 規

示

よ

網、 に

道４ 定

走

次

支番 る

庁

開

長、 の
行

太番 発

。
う

行
を
グ

ン。

四
〇

田

路

夫 道
り

敏 お
と

田 の

定

譽一

昌り
お

本と

夫
敏

の 工

夫 る
す

敏 関
に

田 為



よ 北

北り登 海

海、平 道

道次成録

釧番平 種の 路

成 馬と年号 支

十 鈴お８ 庁

三 しり月 告

年 登 ょ平 示

八 生成日 第

北 海

発

平開れ開所開

１２３

区地許び許

成発る発及

のを名年

年域域可氏可

称け日

月は名受月

８又
工

日区た及

道 公 報

事 北

都は 海

、

登胆

道

完 録市 振

胆

了 番計 第

振

し
画 ２

支

た
法 号号

庁

。 告昭
示和 登平

第 成

第

よ 北

北り

６

海

海、平 道

道次成

申

胆 請

種の 振 者

馬と年 支

鈴お８

の

庁

しり月

住

告 所

ょ平 示 及

生成日 第 び

号

路路

指道道道

２３４５

月位幅延

年ののの

定路

録月 産 ５

十 販年 号年日

住

条翌
締ら

取か日

売度
例々

金 年
昭度

曜

で
和ま

日

含の番

に者び

北種
年の

表成

勇勇と代平

ま住号

払払ま

郡郡こ理

早厚ま事年

来真い組

町町広合月

栄錦域長

町町農日

録年
号 年法
律
第 日

市第

達）

住伊地号

末

１

町第

永条

産 ９ 氏

販年 号

札公北締ら
取か

売産

名
市学道例々

幌立海条翌

中校教年

区済委和ま

央共育昭産
で 北組員

条復教北種

３合会年の

日置員長

平紋
成別
郡

日雄
２字

月町
８武

年雄

条し海

道鈴北

海馬所

武

荷路

第集釧

例ょ道氏

業
第事長

）売庁

号販支

録
１登
第の名

条者北

７

業浅

項

番協野胆

組勝指 ５ 海地同建 番 北
ほ 胆合善第

道２

振
４ 支－ か
庁

北の

所番項

谷
天

長号 筆

名 胆達に

道氏伊定

海規

庁業次 又 支農る

振市よ

天組発 名同開

長協の は

代育海馬

に

谷為

称合行

丁人条し

７理長道鈴

西

荷

田第集

目鎌例ょ
７業
第事

市）売

昌号販
項録
１登
第の
条者

、
ち
う
の

１
地

番

規し荷

のを勝集

の
地
番

６７
に。域

定た利地

般般成約名所

一一平契
に在 競競
入入北す

争争年関称地

４５

純
直

札札海る

約

落契

氏住氏住札

の 金

相 名所名所額

手
方

純地る 達 荷す

直集伊関
２３

域市工

る札成札

雪除す落平落
者

雪 車除交
ト 換 ２雪。を
定７氏

ラ 契 台ト決年の

ッ 約 ラ
ッし月名

１
に。
定た
規し
のを

に

北

次 海

の平落 道

と成札ロ交 網

にー お 走換

り年係タ 土

一８るリ
契

木

般月物除
約

現

事北北

号
１
第
路
釧

ち
う

を道道

公網務海海

の道
木当走走

土担網網

告走

現７

業る木北

現す土市

示の所西

告織業条

所組
号及目

２称丁

第名３

を

幌井京決 円円 道札三東

清産港し

機市物都定

栄
区シ新手

株田マ区た

械
社岡リ６

会平ナ橋続

式

番

３式１

条株目

２ー丁

丁会
目社

ク

及 クた ５ よ
台 り日日び
住 ・除

所 雪 級
ト 、級

６ク６ ）×ッ、 級６ラ
台６ 当、５× を
契・、 該
・ 約・
級 の

品雪
に

競 業よ

争日の車 所

入名

り

告ロ

札称 示ー

に及 第タ

よび ４

り数・リ

号除
雪 落量

札車

決台 ） を２ 級 者
定

成
平

道
網
走
土

上３
川央

木

弟目
郡丁

現

地
在
所

び

子７

四
一

番
７号 ・

号

付３ 相

台 手
ら

５ ７ か

付 、 方）
台を 達台２） 調５級台

約
契契 。を該 る）当 す

相相
のの

約

２ し北

た海
土契 走を 網） 。道級 台

長方

所手

業相

現の

木約
し

猪供
に

業 屈番
町所 中号

告
示

手

合
組

同
協

業
農

湖
周
摩

達
し調

供ら
にか

方方
手

除

樹リ
タ

茂ー
ロ

俣、

、 町
屈

子
弟



協 北

次な定 海

のおの 道

と、適 教

おこ用

所

育

りのを

在

庁

一入受

地

十

般札け 勝

競にる 教

争係。

北

育 海

北 海

５６７

般般成約名

契一一平契

約

に の競競

相争争年関称

手入入北す

方札札海る

をの道事北

決公網務海 円円

道 公 報

２３４

札氏住氏住札

落平落落

者金

札成
を
７氏

決年の名所名所額

及帝東第東

し月名

定
た
日日び国京一京

第

１
札空交空交、

落台し

港空 換換 に港

用港 契契 係用

ス用
に 物学イス 立 約約 る化

ー ） よよ 品消ーイ 級 に

の防パ

号

北

次 海

の平 道

と成 網
平お 走
成り年 土

十一８ 木

三般月 現

年競 業

八争日 所

入る 局

札調

道

告 網道

達 示 走教以は 第 市

育下、 ５ 北

号 ７庁 条入

十

３」４

西札年

勝 丁と月

教 目い
う日 育

土担網

定告走を道

。マ

木

手現す土

た木当走

し

所

告織業

所組現

続業る
所
び

号及
３称

第名
示の

所維中業千

住繊都実都
会区

式区式田

株央株代

２町

橋番

社本社二

会日
－
５番

－

号

当 化空 名車ーパ を りり

該 学港 称除ー

雪除 契 消用 及

車雪 約 防ス び

車 車イ 数

台 級相 １ー 量除１ 立の

ー 幅 ）手 台パ 雪
方除 除 か雪 雪 １ら幅

立 台調級車
１ 北

級達）
台 海す

月入 告

十札 示

日に 第

よ ５

り 号

札
落

金

を
者

曜

定
決

日

た
し

局

をケ
）ラ

告実シ

示

れ
さ
。成
る作

すで
施ュ

級 道）

地
在

達
調
府
政
た

をる
台を 雪 走契。１） 除 網
木の当 幅 土約
相該 現

手契
相 長に）の 所級 方約 業

か 約 、方 猪し契手 供を

す
関
に

。

学相ら 俣の 化

る

札交交

入号と入

イアイ

保第う説付付

札入）い
。明場方

札
保 証

）書所法 金

開開札入
入税

イウエア

入

場日証に
以 札札札保札

時所時金参
下 日

海札入

契北北入

アイア

が条道道執札

平道約海

行項帯教行場

成

手 消調
年うを広育の所

供る 樹車にす 防方達 茂

。 １
納納札の
入次

アイウエ

箱達入入にい

調北靴調

を道、を期場参ず

達海

１
す帯デす日所加れ

札

成入

平

第の 条 証 月す

８関

年に

交 の 金 を
の 納

付北北ア ７
付 すに海海の 及条 納 付

北ら の る関道道場 びか

育で 海第 免 こす帯教所

除 とる広
事市庁交 道
、 。

勝す 務 納条項東十付 財
則 方で条教る 規 付ま３

定３局 法の南育。

昭 等

税 丁平アイよ
費 し

消 加

同同と
等 目成郵ににう

送」

。。る
と 北年にじじす

は
う 道月る者

い 海９よ

そ
） 育日合、
。 教５場

相 庁は

額 勝）平者
当 十水、の

す東十所

北指示市庁場

道競場３勝及北

海名

道送

告争所条教び海郵

３局時帯に

示入南育日

に丁企広よ

第札
す総東場

号関目画市る

指課条は

規る務３合

に
に

るを３郵

す名南、

定

柏ク物るも

る広スるす
当

品葉マ品平北者該

物

道必す

等高ッ等成海に

の等トの

なこ

名学な仕年帯要る

広 称校ど様
等月柏資と 及校
目日高

び舎品２葉格。

量築入等

数改

説）校

に札火学

係

る

画 は和め丁企

北
項

日事

る目

と総 、
自海ろ課 方北こ務 地年

。 施則る 法規よ 治道に

行第
令
号

見
を 教成の

和以
昭。

含 育午

。 企１９も
む 局後年積

契
の 総４た

） 画時月っ

務日

課ま約

必５

に額の

）で金分

便

こ税当

の費相

着消に

のさ号

品止目番

物停丁

購れ北

入て海

のい道－

資な十

格い勝

。４海

有と庁北

をこ支
帯

る階道

す

明

と会広

こ

る
購び道

品及海

物書北 点
求広

入要帯
条

器書５

務様東

事仕市
目

。丁

る２

）よ南

類に

育
教

勝
十
庁
育

教
道
海

四局

二

下

白
長

年
則 第規 令務 政財
」

以

）地額

。びる

と及す

室東

。議市

費の
消上

方

覚
野）

３
南

条
３
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平
成
十
三
年
八

北 海

．

エオカキ

契日ここ詳

約本のの細

の語入入は

手及札札、

続び及の入

に日び執札

道 公 報

ウ

落者約名所

切係分業契

札でに在

る りの
課 捨

者あ関称地

る 相 事 たとるす に 税 て
業 金なか

第

アイ

る

開号る入す

要そ各す

札 掲金額

札 のに。札落

る等加

時決 他げ額を

の
おに 入に算

に定

号

書

務 札て約

落財っ契
も

第 決成

則 の札作

規 者入

定有の

方効要

月
十
日

金

曜

日

電お本契行説

話い国約は明

番て通は、書

号使貨、公に

用調開よ

す達する

る手る。 －言続。

語の －及停

び止

通等

貨が

す 者 額っを事北郵 当

内

道番 る で ）た申務海便

出担教号 金 あ を者しを

か っ、る当育 額 る もは
を 免 て落こす庁

札 税 落札とる十－ 入
事 札決。組勝 書
業 価定織教
名局北 記 者 格後の育 に
あ すや称企海 載 で と速

係し

る る るか及画道 す

消金

てた 及るた

い当 札
の税

２て こ費額

、っ び
には

定入 告の該

規、 公等当

る書 定扱額

す札 に取金
円

格記 る１

資に めいに

な否 条

有さ 札未

を載 入

規限 のに 項札 １入 第 法
定
た り

し よ
） に
。 定る

落 た
を め
者

有 線り
得
る

務広 こ か のにび総帯

。

、費在課市 と を で消所

札等３

わ 入税地東 。 問

３ 見 参課南 、 にの条 ず
る業目 も す事丁 積 加税

約 、あ 契 はで た 者者 っ

なた 関の

しれ に満
消る

条が

者額 る数

い金 す端

た該 にる し当 件あ のに

しは 札額 反き 入金 違と

た、 、の

財入そ

札 予

は端 の 規札の 分 務

。 制
る の
す 格
と 価
者 定

低
最

で
内

囲
範

の
限

入）札交

む号入

アイア
明場

札 札）第説付

入。
保 にの

書所 参

入入開開札
入

アイウエ

場日場日証

札札札札保

免 額 費か 金

所時所時金

等税 の 税

事 に

海札

入次契北北入

アイ
条道道執

札の平道約海

行項帯教行

にい成が

参ず

５ 則

加れ年うを広育の

無金 に 第、数
相 効額

２
条と当を

北ベ調納納

入
アイウエ

場

に達海ッ達入入

札調

なす日所

関を道ドを期

を
格

価
の

すす帯条 証

の

北 の７ の し交 分の 金 加
うに海海 ５及 納 よ付北

相財 の と関道道 にび 付

る広育 当務 免 すす帯教

則 、 者事市庁 す規 除 る

３勝 額第 納 は項東十 る
付 、

条教 以
方 そ

か３局 の法 の条南育 上

北丁平アイ

入等 者

送同同

海郵目成郵にに

道送

よ。。

帯に北年にじじ

場

市る道月る

広よ海９
は

３合育日合

東場教５

条は庁

３郵勝）平

南、十水、

十所

すに北指示市庁場

場３勝及

るも海名す東

告争所条教び

者該道競

時

必す示入南育日

に当

に丁企

要る第札３局

なこ
。にす総

資と号関目画

を
す名

定指課

規る務

格

物柏５物

るる広どる

る

成海

項品葉品品平北

事

道

等高目等

の等の

広

名学仕年帯

様 称校
び舎２葉

及校点等月柏

量築入等

数改日高

係説）校

に札火学

見第目画 札は のら丁企
総 保、 積

務 地 証
た自 をま っ課 方 金条 も

す定 約法 付の 契治 納で
行 るめ 金施

四

令 こる 額

三 とと 消

便教成

税和ろ 費昭 。こ

丁
目番育午

北企１９

号局後年

画時月 海

務日

道－総４

十

課ま 勝

着

４海必

庁北に

支）で

帯の

階道

れ
のさ
品止

物停

会広こ

こ
格い

資な
のい

入て
購

る明

と
こ

る
す。

有と
を

帯

購び道

品及海

物書北

求広

入要

条

類書５

具様東

家仕市
目

。丁

る２

よ南

）に

に 等

第

額令。 当政る 相年よ

を
含

南
条
３）

室東。

議市と ）。

３



． ．

北 海

エオカキ

約本のの細

契日ここ詳
札、

在の語入入は

名所

続び及の入

称地手及札

に日び執札

道 公 報

ウ

の落者約

す切係分業契

札でに

る 落るり
課 札額捨

者あ関

加たとるす に 税 決をて
業 に算金なかる 相 事 定

第

入

っ契要そ各す

もアイ

書のに。札

て約開号る

他げ額

の 札作掲金

札 入

時 成

お 効要入に

に 有のる等

号

落財

イ
平務 交札
成規 付者
十則 方の
三第 法決

年定

八方

は明

北郵電お本契行説

通は、書

海便話い国約

号使貨、公に

道番番て

育用調開よ

教号

す達する 庁

る手る。

言続。 － 十－
勝

語の － 教
育及停

び止 局北

通等

を事 当

内 画道貨が

企海

）た申務 す 者 当し額っ

っ金を者しを る で たた

額 る て額もは出担 金 あ
を か はっ、る当
とる 入 免 、当て落こす

札決。組 札 税 入該落札

業 書額価定織 書 事 札金

速名 記 者 にに格後の に

載円すや称 載 で 記１と

係

る る さ未るか及 す あ

び消

て 入及る

い な否札
に 限の税

２ にこ費

、 札

に取

定 。告の

規 る公等

資 ためい

る し定扱

す ）
条

有 落札
を を入

格 者る

月

第 ア法

十

１ の

日

に

付定 交規 での 所項 場

金

り

るよ

す

曜

め
定

。

日

た

得

務広り 線 総帯有

課市

る 東

のにび

目
丁
３
南
条

３。

を たので消所 こ か れ満

税地 。 問 金端、費在 と
の ず にが札等

わ 額数入

税 見 該る参課 、 当あに

業 も 額きす事 積 金と加
、者者 っ のはる
た そはで

端消る の約 の、あ 分契

る
い とす

な 者関
し 札に

たに し 。件 の る条
者 す

務入 財た 、し 札反 入違

限
制

の
格

価
定

予

は 規札

低
最

で
内

囲
範

の

札交

入む号入

エアイア

）第説付

開札入。入）
明場

札 札保札

保 日証にの

書所 時金参

海札入入開

北入
アイウ

教行場日場

道執札札札

数費か ５金

育の所時所

額等税 相の 金税免 に額

事 当をに

約海

入次契北

ウエアイ
成が条道

納納札の平道
行項帯

入入にい

期場参ず

、 則

日所加れ年うを広

無 第
効

３
条と

札調北ゴ調

入
アイ

に達海ミ達

関を道箱を

を
格

価
の

すす帯なす

．

条 証

の
北 の７ の し交 分の 金 加

にうに海 ５及 納 イよ付

相財 の 同と関道 にび 付

るる広 当務 免 じすす帯

る則 、 者事市 す規 除 。

付 、３ 額第 納 は項東
条 以
方 そ

等 者か３ の法 の条南 上

及北丁平ア

十所
庁場

入

勝

送同

教び海郵目成郵に

育日道送

よ。

局時帯に北年にじ

市る道月る

企広よ海９
育日合

総東場教５場

画
課条は庁は

務３合
３郵勝）平

南、十水、

海名す東

すに北指示市

平北者該道競場３

るも

入南

成海に当告争所条

道必す示
に丁

年帯要る第札３

広なこ
。にす

月柏資と号関目

等定指

日高規る

２葉格

）校るを

火学す名

るる広どる

事物柏９物

項品葉品品

等高目等

の等の

名学仕
様 称校

等 及校点 び舎
数改
量築入

に札

係説

保、 見第目 札は のら丁

積地 証

で た自 をま っ方 金条 も

施 す定 約法 付の 契治 納
とと
令 こる 額行 るめ 金
消

便教成

税和ろ 費昭 。こ

丁
目番育午

北企１９

号局後年

画時月 海

務日

道－総４

十

課ま 勝

着

４海必

庁北に

支）で

帯の

階道

物停

会広こ

て

道購れ

海のさ

北品止
格い

市資な

広のい

帯入

南す。

条有と

５をこ

東

る明

目と

丁こ

２る

物書

品及

購び

入要
求

掃仕

除様

用書

具に
。

）る

類よ

四
四

に 等

第

額令。 当政る 相年よ

を
含

南
条
３）

室東。

議市と ）。

３
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成
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エオカキ

約本のの細

契日ここ詳
札、

在の語入入は

名所

続び及の入

称地手及札

に日び執札

道 公 報

ウ

す落者約

す切係当業契

捨課る札でに

落るりる

決をて税金者あ関

札額

かる

定加た事額とるす

に算金業をな

第

入

っ契要そ各す

もアイ

書のに。札

て約開号る

他げ額

の 札作掲金

札 入

時 成

お 効要入に

に 有のる等

号

の
規 付者

務 交札
落財

イ
定
第 法決

則 方
方

月
十
日

金

曜

日

は明

北郵電お本契行説

通は、書

海便話い国約

号使貨、公に

道番番て

育用調開よ

教号

す達する 庁

る手る。

言続。 － 十－
勝

語の － 教
育及停

び止 局北

通等

っを事

内 画道貨が

企海

で札た申務

当し額者入

金をあ書者しを

たた）

当

て額もるには出担

っ
はっか記、る
とる

、当て免載落こす

る決。組

入該落税す札

額価業こ定織

札金札事

速名

にに格者と後の

書
円すあや称

記１とで。

否札係
さ未るるか及

載

、 札び消

て 入及る

い な

公等

に 限の税

２ にこ費

す ）に取

定 。告の

規 る
者る
資 ためい

る し定扱

ア法条

有 落札
を を入

格

教所項 道場１ 海の第 北

に

十付定 庁交規 育での

局定

育。り

教るよ

勝す
画た

企め

得

務広り 線 総帯有

課市

る 東

かにび

目
丁
３
南
条

３。

在

たのでを消所

れ満の
数入わ税地

金端、問費

あに、の

にが札ず等

額
と加積税 該る参見課 当
はるっ業 額きすも事 金
、者た者 の

で そは

あ 分

し 札に

端消る の分 の、

条
者 する

い とす
な 者関

反 入違 たに し 。件 の る

は 規札 務入 財た 、し 札

限
制

の
格

課価

務定

総予
低

最
で

内
囲

範
の

入）札

入む号入

エアイ

札保札）第説

開札入。

明

札
保 日証にの

書 時金参

海札入入開

北入
アイウ

教行場日場

道執札札札

数費か ５の

育の所時所

免 に金税

当をに相事

額等に税 相

約海

入次契北

ウエアイ
成が条道

納納札の平道
行項帯

入入にい

期場参ず

、 則

日所加れ年うを広

無 第
効

４
条と

札調北ク調

入
アイ

に達海リ達

関を道ーを

を
格

価
の

すす帯ンす

．

条 証

の
付 の７ の し交 分の 金 加

び 付 にうに ５及 納 イよ

じすす 相財 の 同と関 に

事 す規 除 。るる 当務 免

、額第 納 は項 る則 、 者

付 以
方 そ

場

入等 者か の法 の条 上

勝及北丁平ア

十所
庁

送同

教び海郵目成郵に

育日道送

よ。

局時帯に北年にじ

市る道月る

企広よ海９
育日合

総東場教５場

画
課条は庁は

務３合
３郵勝）平

南、十水、

海名す東

すに北指示市

平北者該道競場３

るも

入南

成海に当告争所条

道必す示
に丁

年帯要る第札３

広なこ
。にす

月柏資と号関目

等定指

日高規る

２葉格

）校るを

火学す名

るる広キる

事物柏ャ物

項品葉ビ品

等高ネ等

の等ッの

名学ト仕

称校な様

及校ど等

び舎４

数改品

量築目入

に札

係説

保、 見第 札は のら

積地 証

で た自 をま っ方 金条 も

施 す定 約法 付の 契治 納
行 るめ 金

四

令 こる 額

五 とと 消

便教成

税和ろ 費昭 。こ

丁
目番育午

北企１９

号局後年

画時月 海

務日

道－総４

十

課ま 勝

着

４海必

庁北に

支）で

帯の

階道

物停

会広こ

て

道購れ

海のさ

北品止
格い

市資な

広のい

帯入

南す。

条有と

５をこ

東

る４明

目と

丁こ

２る

物点書

品及

購び

入要
求

厨仕

房様

類書

）に
。

る
よ

に 等

第

額令。 当政る 相年よ

を
含

南
条
３）

室東。

議市と ）。

３



カキ

．

こ詳
の細
入は
札、
の入
執札

北 海

ウエオ

名所約本の

業契契日こ
及札

でに在の語入

者約
るす続び及

あ関称地手

かるに日び

道 公 報

イ

る金落

る入す切係約

す

額捨課額札

。札落るり

と

決 額をて税の者

札 金
定 等加た事

な に に算金業

第

号

落財っ契要そ各

もア

者入書のに

務 札て約開
他げ

則の の札作掲

規札

第時 決成

に 定有のる

方効要入 お

号

アイ

平交交

成付付
十場方
三所法
年
八

行説
は明
、書
公に
開よ
する
る。
。

国約

を事北郵電お本契

番て通は

申務海便話い

教号号使貨、

しを道番

る当育用調

出担

す達 こす庁

る手

言続 － とる十－

。組勝

語の － 織教
の育及停

び止 名局北

通等

分

内 及画道貨が

称企海

）でた の 当 係し額者っ

た るた

者 っ 消金をあ
か相、

て 費額もるには

は 税っ
税す札

、 等当て免当落

取金札事る決

入 の該落

額後

書 扱額価業金定

札
１とでを速

に いに格者
る札か

載円すあ入や

記

第い 法な否札 条

さ未る

にこ 項、 札び １て 入及

定規 る公 規に 限の の２

し定 よす ）に に定 。告

め格 者る 定資 ため りる
有 落札 たを を入

月北北ア

十海海の

日

交

広育で

帯教所

道道場

東十付

市庁

金

条教る

３勝す

曜

３局
南育。

日

目画
丁企

得

所務広り 線 び総帯有

在課市

る 地東

か書に

目
丁
３
南
条

３。

費

たのでをに消

れ満の
数入わ載税

金端、問記
、るの

にが札ずす等

額

税 該る参見こ課 当あに
きすも。事 金と加積と

、者た者 のはるっ業 額
そは１で

端消当る の
の、月あ 分

す 価な 者関 定し 札に 予

の る条 の者 する 格い と

入違 のたに 限し 。件 制
で財た 内、し 囲札反 範

課
務

総

は 低規札 最務入

。入）

入む号

ウエアイ

札札保札）第

開開札入

札
保 場日証にの

所時金参

海札入入

契北北入
アイ

場日

条道道執札札

約海
を広育の所時

項帯教行

金税り免 に
数費たか ５

当をに契事

額等の税 相

の平道

入次

イウエアイ

入にい成が

パ調納納札

行

ソ達入

コを期場参ず

の則

ンす日所加れ年う

無 価第、
効 格

５

を条と

札調北

入
ア

に達海

関を道

すす鹿

．．

条 証

イよの７ の し分の 金 加
５及 納 ア
同同とにび 付 郵ににう

務 免 にじじす相財 の 送
る者す規 除 よ。。る当

合、額第 納 場はる則 、
付 以
方 はそ

等 平者か の法 、の条 上

平

す東十所

示市庁場

入

場３勝及北丁

所条教び海郵目成

南育日道送
よ海９

３局時帯に北年
５

目画市る道月

丁企広

庁

務３合育日

総東場教

課条は

北指

３郵勝）

南、十水

時物るも海名

、るすに
告争

計品平北者該道競

必す示入

な等成海に当

道 どの
仕年鹿要る第札
に 追なこ 品様

にす

目等月高資と号関
定指

日学規る

２等格。

入校

札火す名

説）北るを 点

るる追

事物高

項品等
等学
の校
名校
称舎
及改
び築
数に
量係
る
物

見第 札は 成のら

保、 年積地 証
自 をま 月っ方 金条 ９も

法 付の 日契治 納で ４た

行 るめ で金施 す定 ま約
とと 必令 こる に額

着消

教

こ税和ろ の費昭 。こ

１

号局後

目番育午

丁便
北企
画時 海

務

道－総

十

課 勝
帯

階道
４海

庁北
支）

書道品止

明海物停

会広

入て

び東購れ

及河のさ

仕追資な

求鹿のい

要郡

有と

書西をこ

様町格い
こ

る丁る

よ１す。

に町
８と

。目

品
購
入
事
務
器
・
ロ
ッ
カ
ー
類
）

四
六

に と等

令。 ）当政る 。相年よ

を第

額
含

番。

３
南
条

３
室東

議市

）
地



カキ

．

平 こ詳

成 の細

十 入は

三 札、

年 の入

八 執札

北 海

ウエオ

名所約本の

業契契日こ
及札

でに在の語入

者約
るす続び及

あ関称地手

かるに日び

道 公 報

イ

る金落

る入す切係約

す

額捨課額札

。札落るり

と

決 額をて税の者

札 金
定 等加た事

な に に算金業

第

務 落て契要そ各

財っア

札書のに

規 札入約開号

第の の作掲

則札 者

時 決有成他げ
に 定効のる
お 方な要入 条

号

方

説付付

札交交

入
アイ

交
の

書所法

明場

月 行説

十 は明

日 、書
公に
開よ
する
る。

金 。

曜

日

国約

を事北郵電お本契

番て通は

申務海便話い

教号号使貨、

しを道番

る当育用調

出担

す達 こす庁

る手

言続 － とる十－

。組勝

語の － 織教
の育及停

び止 名局北

通等

分

内 及画道貨が

称企海

）でた の 当 係し額者っ

た るた

者 っ 消金をあ
か相、

て 費額もるには

は 税っ
税す札

、 等当て免当落

取金札事る決

入 の該落

額後

書 扱額価業金定

札
１とでを速

に いに格者
る札か

載円すあ入や

記

１い 法入否札 第

さ未る

限こ の、 にび 項て 札及

に規 。公 定に るの 規２

た定 りす しに よ定 ）告

た格 をる め資 者め 定る

北北ア

有 札札 予を 落入

所

関道道場

に海海の

付
市庁交

る広育で

す帯教
教る

３勝す

項東十付

事
目画

丁企
３局

南育。

条

得

所務広り 線 び総帯有

在課市

る 地東

か書に

目
丁
３
南
条

３。

費

たのでをに消

れ満の
数入わ載税

金端、問記
、るの

にが札ずす等

額

税 該る参見こ課 当あに
きすも。事 金と加積と

、者た者 のはるっ業 額
そは１で

端消当る の
の、月あ 分

す 格な と関 価し 者に 定

の 。条 制者 るる のい す
囲入違 範たに のし件 限

入 最財た で、し 内札反

課
務

総

は の規札 低務

札入。入

入む

ウエアイ

にの
札 札札保札）

開開

保 場日証

所時金参

海札入入

契北北入
アイ

場日

条道道執札札

約海
を広育の所時

項帯教行

金税り免 に
数費たか ５

当をに契事

額等の税 相

の平道

入次

イウエアイ

入にい成が

テ調納納札

行

レ達入

ビを期場参ず

価則

、す日所加れ年う

無 格第、
効 を

６

も条と

札調北

入
ア

に達海

関を道

すす鹿

．．

証
納 アイよのの し分金 加
５

送同同とに付 郵ににう

。る当免 にじじす相の

場はる、 る者す除 よ。

上方 はそ以付 合、額納

庁場

入等 平者の法 、の

及北丁平

す東十所

示市
場３勝

所条教び海郵目成

南育日道送
よ海９

３局時帯に北年
５

目画市る道月

丁企広

庁

務３合育日

総東場教

課条は

北指

３郵勝）

南、十水

デ物るも海名

ビるすに
告争

オ品平北者該道競

必す示入

カ等成海に当

道 メの

に

ラ仕年鹿要る第札

追なこ な様

にす

ど等月高資と号関

２等格。

目入校定指

品日学規る

札火す名

説）北るを

るる追

事物高

項品等
等学
の校
名校
称舎
及改
び築
数に
量係
る
物

見札は 成の
保、

月っ方 金 ９も地 証 年積

法 付 日契治 納 ４た自 を
行 る で金施 す ま約

四

令 こ に額

七 と 必
着消

丁便教

こ税和

の費昭 。

北企１

号局後

目番育午
画時 海

務

道－総

十

課 勝
帯

階道
４海

庁北
支）

明海物停

会広

れ

及河のさ

点書道品止

鹿のい

要郡入て

び東購
こ

様町格い

仕追資な

求

１す。

に町有と

書西を

８と

。目こ

る丁る

よ

品
購
入
教
材
・
書
架
類
）

と等
を第

額令

）当政

。相年

含

番。

３
南
条

３
室東

議市

）
地



オカキ

．

日ここ詳

本のの細

語入入は

及札札、

び及の入

日び執札

北 海

ウエ

落者約名所約

約業契契

称地手

額札でに在の

金
とるす続

の者あ関

なかるに

道 公 報

アイ

る

開号る入す切係

各す

額捨課

札に。札落るり

決 げ額をて税

の札 掲金

金業

に定 る等加た事

時
おに 入に算

第

て約

落財っ契要そ

イも
作

規 付者入書の

務 交札
第 法決成他

則 方の札

定有の

方効要

号

号入
ア

平）札交

成第説付
十明場
三書所 条 年のの

八交

本契行説

国約は明

通は、書

貨、公に

調開よ

達する

手る。

続。
の
停
止
等
が

い のっを事北郵電お 分
た申務海便話

者しを道番番て

育用

には出担教号号使

相、る当

す 当落こす庁

る
言 － す札とる十－

る決。組勝

語 － 金定織教

額後の育及
び を速名局北

通

か及画道貨

入や称企海

で

い当 札係し額者

内 札

消金をあ

てた 及るた）

２て こ費額もる

、っ び
には の税っか

該落税

規、 公等当て免

札 に取金札事

定入 告の

格者

る書 定扱額価業

す

記 る１とで

資に めいに
未るる

を載 入円すあ

格

第 北ア法な否 条

有さ 札

所に 項 道場札 １ 海の入
定 庁交る 規 育で限 の 教

るし よ

勝す） に

十付。
を め

局者 定

育。た り

教

７

画落 た

企
月及付北

十びに海

日

市 規る広 務す帯 財関道

第項東 則事

金３
条

曜

か３

条南

日

第目

ら丁

有
り
得
る

所務広線 書にび総帯

。

に消
記費在課市

載税地東
３

こ課南

るの条

す等３

あ
で
者
業目

。事丁

と税

のでを

しれ に満のか

る

わ

い金 す端、問

なた 関

に 条が札ず

者額 る数入
る参見 し当 件あに、 の

も 入金 違と加積 た該 に

の しはるっ 札額 反きす

た、者た 、
財入そは１

消当 の 規札の、月 分 務

と 価

務者 定

総札 予

は端

範
の

限
。 制
る の
す 格

課

低
最

で
内

囲

ろ
こ
と
る
め
定

の
で

ま
条

よ
に

開札入。

入む

イウエア
にの

札札札保札）

入開

日場日証

事
税
免
か

時所時金参

海札入

契北北入

アイア

が条道道執札

平道約海

行項帯教行場

成
た ５ 則

年うを広育の所

無金税り に 第、数費

相 効額等の

条と当をに契

納納札の
入次

アイウエ

蔵達入入にい

調北冷調

を道庫を期場参ず

達海

価
の

す鹿、す日所加れ

７

を
格

札

．入
に
関

。
る

す

．

５ 丁平アイよの し分 加

同同とに 目成郵ににう

送相

。。る当 北年にじじす
はる 道月る者す 海９よ

そ以 育日合、額 教５場

上 庁は

入 勝）平者の 十水、の

す東十所

北指示市庁場

道競場３勝及北

海名

道送

告争所条教び海郵

３局時帯に

示入南育日

に丁企広よ

第札
す総東場

号関目画市る

指課条は

規る務３合

に
に

るを３郵

す名南、

定

物るも

る追洗るす

品等機品平北者該

物高

必す

等学な等成海に当

道 の校どの

なこ

名校５仕年鹿要る

追 称舎品様

格。

及改目等月高資と

入校

数に日学

び築２等

量係６
る点札火

物説）北

る
事
項

見札 教成の
保 育午

金 企１９も証 局後年積
契納 総４たを 画時月っ

）で金す 課ま約付 務日

と 必こ に額る

停丁便

こ税

の費。 着消

れ北

のさ号

品止目番

物
購
入て海

のい道－

資な十

格い勝

。４海

有と庁北

をこ支
帯

る階道

す

購書道

品明海

と会広

こ

び東

入及河
町

・仕追

気求鹿

電要郡

よ１

機に町

業書西

作様

８

）。目

類る丁

械

四
八

市

含
を
額

）当

。相

と等

地
番

３
南

条
３
室東

。議

）



オカキ

．

平 日ここ詳

成 本のの細

十 語入入は

三 及札札、

年 び及の入

八 日び執札

北 海

ウエ

落者約名所約

約業契契

称地手

額札でに在の

金
とるす続

の者あ関

なかるに

道 公 報

アイ

る

開号る入す切係

各す

額捨課

札に。札落るり

決 げ額をて税

の札 掲金

金業

に定 る等加た事

時
おに 入に算

第

て約

落財っ契要そ

イも
作

規 付者入書の

務 交札
第 法決成他

則 方の札

定有の

方効要

号

説付

入）札交

号入

イア
明場

札第
保

書所
交 の 金の 条 証

月 本契行説

十 国約は明

日 通は、書

貨、公に

調開よ

達する

手る。

金 続。
の

曜 停
止

日 等
が

い のっを事北郵電お 分
た申務海便話

者しを道番番て

育用

には出担教号号使

相、る当

す 当落こす庁

る
言 － す札とる十－

る決。組勝

語 － 金定織教

額後の育及
び を速名局北

通

か及画道貨

入や称企海

で

い当 札係し額者

内 札

消金をあ

てた 及るた）

２て こ費額もる

、っ び
には の税っか

該落税

規、 公等当て免

札 に取金札事

定入 告の

格者

る書 定扱額価業

す

記 る１とで

資に めいに
未るる

を載 入円すあ

格

第 北ア法な否 条

有さ 札

所に 項 道場札 １ 海の入
定 庁交る 規 育で限 の 教

るし よ

勝す） に

十付。
を め

局者 定

育。た り

教

及 納付北 ７ の

画落 た

企

す帯 財 の関道 び 付に海

則 、事市 規 除る広 務 免
付３ 第 納項東
条 方

目 はら丁 等か３ 法条南

、第

有
り
得
る

所務広線 書にび総帯

。

に消
記費在課市

載税地東
３

こ課南

るの条

す等３

あ
で
者
業目

。事丁

と税

のでを

しれ に満のか

る

わ

い金 す端、問

なた 関

に 条が札ず

者額 る数入
る参見 し当 件あに、 の

も 入金 違と加積 た該 に

の しはるっ 札額 反きす

た、者た 、
財入そは１

消当 の 規札の、月 分 務

と 価

務者 定

総札 予

は端

範
の

限
。 制
る の
す 格

課

低
最

で
内

囲

地
施定

法の
治で

自ま
方条

と
令る

行め
に
和ろ

昭こ

成
平

年よ

出

事
税
免
か

月
８
年

北

政が 海

あ 道

っ
治 イ

選

た
資
挙

の
金 カ予

管

で
規 ー定

理

、
正 テ時

委

に 第、数費た ５ 則

ン期

無金税り

相 効額等の

条と当をに契

の予北北

このアイア

告

道称

契定海名カ予海名

テ時鹿及

約時道称ー定

広びン期追び

に期帯及

一
８

を
格

価
の

よ
の

．連
調
達

第
令。 政る

契

．

同
法

海
北

日

員 類

法 会

第
昭 な

告

７
和 ど

示 平道

条 第年 成

選の 法 ８

律 品年２ 挙第 号第 目

管 月１

頃項 理の 号
規 ） 委

量

る柏数類高数

定 第 点

校

達高ど学

調葉量な等
舎

に学成校

後等平

お校３

築

い校品年改

て舎目

る

達築頃係

調改月に

がに

物

定る品 点 予係

約
に
関
す
る
事
項

委
会

員
委
理
管

挙
選
道

四 員

九 長

６ 員

基 条
に

会

き １
づ 第

告

、 項

示

等 よ
称 に

名 定
の 規

そ の

物購

と 団
の 治

次 政
を る

等
品

物入

る購

れ品入

さ
び

及
量

数
、

称
名

の

立
公 設

り の
お 体

之
康

橋

札
入

の
そ

。
届る

す の
表

公
の



届る 北

政出。 海

が

同同同

道

あ
治
選

っ
資
挙

た
金
管

の
規
理

で
正
委

、
法
員

同 会

北 海

同同同同同同同同

道 公 報

同同同同同同同同

第

の
党

政否同同同同同同

部
支

号

のか
党る

政あ

平

支否 成か
十の 部
三で別
年
八

法
昭
告

第
和 高下た

示 本川け

７ 第

法 さすち条
年 みやう

律 子お正の
２ 号

援援後第
第 後後利

会会援１
条
定 ７
規 第
の ）

会項 号

た

伊村田根おちす神

に

智きだ

達上塚室だばず

日弘人一し

忠かふ朝忠

しお政とと彦後

一ずじ

会

室げ後経歩歩後援

芽

市市会

後後援研むむ援
ネ

会会会民民

援援会究

橋十山

ワワ
トト

ッッ
ネ

て本本勝西

高吉橋だ橋

せ聖忠聖聖清二

瀬野本

夫

しい子一子子流三

と

内治後

えご早三三静政

町町町の援

後後来石石

会援後後後会会

援援後

測藤

会会会

会援援援

会

野野友本

政札佐戸藤小

こ和き忠会義

党幌藤澤

と

由地う幸み後昭

自土

援か会新

連家ぞ後た援

い

北調北会後し

合屋う

日

道士道会朝

海査海援

つ

合治援見を

連政後岩

盟事く

会連会沢

月政

十
日

団
治

金体

曜の

日

よ
、 に
き 定
づ 規
基 の

名

称 治
名 政
の る

同同同そ
を 体

日洋舞等 団

朝光歯

の 届

２２丁次 の

町町５

と 出

丁丁目

目目
番お 事

根同同同同同

クク
ーー

花昭

郡市市

西路室

河釧
洋町町園和

芽鳥光宝緑

３

町北町２３町町

室取

目目丁丁

東６４丁丁９
目目

４丁丁

条目目

三同静河中
２６９番番

郡

呂払石内東川

常同勇
早三静音本

郡郡郡郡郡
町町町

呂来石内更別

佐
町栄字字御緑押

間町町

字字町本蓬幸陽帯

町栄町台 栃宮

３仲

岩空旭上

所会

務る
木前

幌都見知川川

札同同寿
市上１朝

市郡沢郡市郡

石松１富条日

白中白黒

区区区内条良通町

石央

丁中

中南中町西野９字

丁大目央

央４央字２町

１条１中

る
た

主
称

条西条ノ目町 事

異

地地公 の

番番地り 項
成
平

動す
表

月
８
年

地地地

丁番番地地番番

号１

目８

－ 丁区 番
地番番８ 目

８－ ４４の１ －の地地

７６７川８１
－－ 丁丁丁

２２ビ
－ル 番 目目目
８地
見階

－番－岩１３

地
ワワ店

ララ門

フフ専
沢

ーー３

ココル

ーービ

在
所

の
所

務

ポポ

喜幸
藤山澤

沼

佐横影

日

織千近海

海
北

郎夫潔

一

塚田葉藤原
老

松佐島田

恭雅不忠智三善

久藤田

今
治宏進男弘人雄次

二

口橋野

守高大酒内山高

俊和秀初董

口橋屋井山

１

之道一男子子寛薫

信

阿安戸勝小山菅

階階

１

清

藤部藤澤井野根原

安

輔忠力郎
一

真重真和祐

氏
の

者
表

代
地

人雄人幸

口元田挙
選

山秋内道

名

会

子恵潤員
委

節喜理
管

長

同同同員
委

川
谷

菅伊池同高千間長

奈博英ユ

原藤田澤葉宮

男夫美子勝キ

緒

公幹俊
室

同釧根同同同同同

夫

米幌藤奥加

所所
支支
路

澤前田村森田藤

佐西尾

昌則

秀輝時悌郷頼正

伯

同同十同

樹泰夫次司子

支支

走振高勝

網同胆日

青犬森松
所所所所

支支

山木伏本平
ヶ

岸大岸内
司子弘忍

郁英郁征素

場
同後空上同同

夫彦夫一

所

支支支 務志知川

事同

任
責

計
会氏

局所所

成の名

平者
年

五６届

〇

之
康

橋

）先
分出 月



り由裕

武日同堀や自岡

勤共克み民後

部本米

平 佐産雄ず主援

成 呂党後欽党会

十 間た援三門

三 後だ会後別

年 援き援支

八 会早会部

北 海

川由

同山同武小自同同

睦ぼ也主

晃の勝民

田市

呂

援を萌上佐

後る留党
支支

ま域別間

会励地湧

す後

道 公 報

沢る

二北ま山同檜国つ

む忠のいべ

十海つ田山

北

世道ら昭明さ勲

一道

援を後竜

紀路明後日お

日送後会考援会

明運夫

来営会る

未経援え会

第

広明

北労冨毛田北公同

浩健匡島党

電働田利中

館

配合之三四の函

営組

合後来総

エ政後連郎未

ジ活会後援を支

ン治援

ア委会く

ニ動援会拓部

号

団政
道

新

治革
い

る

政明
つ
を

月 苗

十 後

日

会
援

金

曜

日

援部部
同代会同会主同 会主代会主同同会

会
会

館
く函

づ会
町究

の研会
同代

会
る

え
考部

を支
り

会
リ員会

会代主同会同

く
代主会同同主代

グ
ン

計た

異主

称
名

の

会
る

体

務 任任 者事 責責る 表計

氏 氏所 ののの の者者所

藤横沙新

名名名地
在 氏

中原山郡郡
流冠

同石田

責 るる 表 計計計 たた

村

務務 任任任 者 事事 責責
のの のの の 者者者 所所

名

在在 氏氏氏 氏 所所 の

池留紋同岸

名地名名地

部田市郡

知萌別

井空阿

責責 る 表表 計計 た

沼郡

の 者者 所
務 任任 者者 事

在 氏氏 氏氏 所 のの の の

亀木村同沢

名名地名名

谷田田

津前田津

木柏松

る 表表 計 たた

谷葉郡郡

所

務務 任 者者 事事 責 る

氏 所所 の のの のの 者 所

志

名地名地名

在在 氏 氏

谷

歳館賀

田千国田畠函

動事
る

た
中市重中沢市

項地
在
所

事の
所

務

一一勝別冠
門新

市
幌
札

泉

治江成人富字
町町

善

川
北

目４ 丁－ ４

沢辰清町湧

栗錦上

２
－

賢字男美丁町巌

町１別
中中

最目字字

上
－１別別

２－湧湧

町町

富前山富甚隆

松恵
上
松川

敏孔字字敏蔵司

城
６

末通

清本

１
の
地 地番 番

つ子吉丁隆

町１

水り清

－目

直６

２

－番

西
通
大
区

異央
中

号

－
４
目
丁 新

冠

同小石駒木沙新

斉

動

冠
門新

野村井村郡郡
流

一字字
町町

重善藤寛別

伊留紋同関

厚東

信治男

藤市郡東

知萌別

藤空旗
隆運湧俊

栗開上

信郡手
一雄２町彦

町町別

沢進

山宍同平

茂丁字字

清字

郡田戸

下前田

山日松亀

一前山栄武

松恵

田部郡

一博字字一俊迪

町町

栄

館

玉千田福白函瀬

福古

清湯

山市村島石市尾

歳

雄

町メ町

水ウ正浜保

誠６子彦巽

ル
ビ
藤

－番

町

西
７
北

内区
北

市
幌
札

賀
町
の
番

林
厚

北
地

五 業

一

別

丑６湧湧

世目中中

内

－別
１

井
山武

番
４

の地
地番

－号

－
２
目 旧丁

８

容
成

平

支
高

同同同同同日同

年

走

同同同上留網同同

所
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所所所

支支支

川萌

支支
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同同同同同檜

島

同石同同同渡同

所所

務 月
６届事

所所

支支

狩

）先局

分出



克せ塚

米野資

堀吉氏田

後二

理 後ご不

管 雄い

金

会体 会援名男 団 援

の

北 海

治 治あ平澤

政が政戸

出

幸 団 資っ成和

金た

の 正で８援

規の年体後

名 法、月会

同
条日称

道 公 報

海
北

同同倉同松渡

道 井永辺

選 ととけ

挙 ししい

管 かおぞ

理 つ後う

委 後援後

員 援会援

会 会会

第

川津

中同フ同み石同梅

明則

川ロつ
と後後

一テ夫美行

昭ン

む会会

田ア歩援援

池ィ

合会

連の会

町５

号

忠道

て広

だ同帯

平一政

成静研
十内究
三町会
年後

八

高市 を職室 出公根 届 援

議 種 岡橋会 た
の議 し

村
竹俊類員

者

雄道

資日 団 同同朝 治室
政根

３
和第

昭
律規澤

表 法の
年項代戸

に和 の 第定者

基氏

、海 第
き北 ）

づ名幸 号
そ道解年平

条の選

第
示

告
号

主

会
援

後

代会政代主代 代会主代会主会

月会

十
日

金

曜

日

体政

主代会

経 の研
主根

走
網同

金称会
究 名

事洋
光 る 管市 た 所室

支

町

第

４ 務

１
名挙散月

称管

等理の日 項

会届後 定
次員 規
を委 の

お員支 よ出 と委志 に
の

公 政
り長先所 る

平 治
体
す成 団
表
る橋

る 表表表 治 計た

。年 の

所 体務 任 者者者 団事 責

氏氏 所 ののの ののの 者
名名称名地名
在 氏名 氏

市井

井路

吉志倉山釧平

計計計 たたた
田賀と本

事事 責責責 るるる 表表

所

務務務 任任任 者者 事
ののの のの 者者者 所所
氏氏 氏氏 所所所 ののの

地名名地名地

在在在 氏
先小河八蒲釧片釧

名名
郡樫池市山市

東重路路

任 者 事責 る表計 た

崎杉

在氏 氏 所の のの者 所
務

郡井池

内
静酒蒲

地名名

地 在番 所９
の目 理丁 所

表 成
平代田

。
る団
地１

塚 者

８不 の 年体

の

月 散

康６ 解

月平二 氏

届

届）
之分

北

政出 海

が

自十森ま

道

あ
治 由勝啓す

選

っ
資 民清之だ

挙

た
金 主流助竹

管

の
規 党政後雄

理

で
正 早治援後

委

か行採芳

し春

来の会援

子後信丁三

津つ６

稲千

番

会４

援目

子

士健富ヶ節国

上緑愛

号

町一雄６子３

幌岡西

哲

居目目

字丁丁

次茂
辺
東番番

３

線号号

５
場
駒美雄

町
内睦富

静
－

成名男

日

所

分支 出 月室

６届根

年

、
法

海
北

）先

員 支会会

同 会

法
昭 部

告

第
和
示
第年 大高高吉

法条
律 屋橋田田の
２ 号

和義稲第
第
１

規 第
の ）

一寛英子項 号

口

井路野

村田倉佐釧城

勝士博

勝富

上中俊藤市

修会録町守

援見

和博後

小大河渡野釧堀釧

３

繁

西郡部村市内市

東路路

士信俊浦正之

上松住

杉

昭１信町

之幌町江

富敏
助夫町一
字番

内俊

静
郡本村

内
静谷野

理
管
挙

選
道

手
山匠昭

町

長
員
委

会
員

委

同同同同定
に 条
基 第
づ ２
き 項

胆十同釧の 定
そ 規

、 の

支支支称 よ

振勝路名 に
管
次 金
を 資

所所所等 る

上２番

号
１

番
３
目

丁

の

線
４

東
更号

音号１

目
丁
３

町
８

－

五
二

の
り 体

お 団
と 理

之
康

橋 同同同同同

定す
表 指

公

路

同同同同同釧同同同

所

支支

高勝

日同十

所
支

所



イ

平 教種

成 平習教類

十 成指習以教平教

三 導指外習成習

年 指 年員導の指

八 審員自導年導

北 海

ア

平技平の

能技類そ

技種
外能成能成他

検能以技

の

定検

検 員定の検

審員自定年定年者

道 公 報

１１

成査種期

イ平審アイ

号

の類技教日

の
規
に８類検指

定年種能習

期員員

よ月、定導

り
、日日審審

第

北

道 海 当政

道路 該政党

公交 政自

安 党通 治由

委法 団連

員 体合 本会昭 を

告和 支

示 部部

号

北

政
道

海

治
選資
挙金
管規
理正
委法
員
会

月 月査資動員９員

十 ３格車審月審

日 査 日者の査

証種日

水の類大普

応、）二

）交に型水自

か付

金

同受た通を

らをじ普）

曜

５た習大け

月け教、受

日

で導又場

日者指特る

員 査資動員
査１査１

格車審月審月

証種日日

者の
の類大普

、）二）

交に型月自月

通をび

をじ普）及

付応
大け月

け技、受同

受た
又場日

者検特る４

た能

能時

技、査査

で定

、、

定及型型

検間大大

査所通通

審場普普

員び

、

教特特

び大大

及、、

導海自自

指北普普

習、

第年 と
す道 の法
号

政

律 る

公

党名

第

の安

称））

名称号

委第
員

党の

政政条
会

昭

党自２

告和
示
第

法
年

律
号第

金当員は合

条
６

第
）

号

を引

ま教査ん

）該審け

３導けを

の指受）

で習
とる

間資うけ

日員よ受
の
にも
証る合

者す場

格

当員は合

る
係

引の

技査ん）

該審け木

定けを日

検受）２

能を
格とる

資うけ

員よ受間

係の
にも
証る合

者す場

け

審公、、

員道二二

る

員引引

を委んん

査安け

長

お員

と委

の会））

次

由第
。
る田

す
施潮

実
り

告

合 の項

連４

示

部

連イ

道号 支海１

北第

の第

会び

合及

定
規

の
項

１
第

３
の 名条

動
自

の
部

支
党

政
る

よ
に

の
車

成午お請

受平のな申

日
前、先

付
期

車
動
自

８時送

間年９郵

の
アイ証

審査成で

提項審審平紙
納

査 出技又

を 書能は査手

北す

受 類検第細数年付

目料 定

条

２３

時場審幌３査

受札の審

格面４申

間所資方第の

札北内第手

成管項請

平
午

たを
主域有第

項
４

称第

区し
動と
活位
る単

の

１け学平そ

が設
域て

他

以ら平科成

た
っ

あ
が

出
届

上れ成指

で成
の平
、

に札北電

第月
法８
同年

らよ幌海話

月か
日午る市道

後申手警

月５請稲察－

）時は区本

でけ５交－ かま受曙部

ら
平と付条通

成すけ４部

るな丁運内

８。１免線 年。い目転

け
納道こ

よ 員条のの海る

査１部付条と

う 審第一
に免第
す 等項が例。

と
る に

者 関規除

、 るすれ）
は す定さ号

査 則審者２ 審 規るる第
申 査で条

を 成請る定 請 平申あに

道住号

年前幌海に２続
該

月時手警所に

９９市
か稲察を

曙部すす

日ら区本有当

午
条通者も

木後５交るる
あで

及時４部での

）５
同で目転っあ

びま丁運
番許、こ

月１免てる

導年の のる
部９及月

市支年員９者

町
村で月び
技日 又あ
はる日能

選か指木
の

区か）員

挙否水導）
を
同格

区別び資

のの及
月

７
規

の
項

１
第
２
の
条日

に成

定平

基北

づ海年

月番許
１試、 日号験
課

の
で係

ま所

）習

金教）

五 土

三

る す ６書とめ

び
及

日
曜

家、を と 国は額 る 年き

れ 、 安れこ に 公こ、 き

会す相 海

員証に 北 委を

る 安

則書す 公

規る当 道

号写面 員

３の額 委

第面

号験路。

日１試道と
第

の幌法

）札通

金課交

２運

日転

４

験第

試２

許の

間免条

有

第
項

場

届事

る 出務日す

６

間
日

２
の
）

先局金者 管）

そ挙分

、選月

き道
委

を会

等員

称委

名理

の
お
と長

の員

次

の 会

く
除
を

日
曜

日

公
り

道 料

３海 数

第北 手

）し

例入

第通通収 条

条１１

第
は
又

号
２

１

之

。
る康

す
表橋



必学

関能
に技

習る
教す

習の能る要科

教車技す

北 海

に員
導目 指項 習査 教審

査審 動関審 自

道 公 報

定る
検す

能関識

技に知

則動い能

教自つ技

第

検す

査能関能

審技に技

動及

技車自察

目定る

項
審能の

号

４
査技

審
平の能
成方検
十法定
三等員

年審

八

能教習

指運教技な教 査

員技の習

導転習
動習技動

と能自教の自

必のいの

て車を能車

し

）に

な転。転

要運う運

績面基績

動関に関

自に

車す

能ので接準で

技そ

細 能
技

転識査 運知
のる

績面基こ

法
方目 価

評
の

の車て検
ので接準と

そ

識実

容習知の

内教の定

す関

っ関に

なに施

と所

事令知

る法る

いるす

て
正そ績論そ績論

項に識

び
と誤ので文ので文

こ

技運点

定転の採

検運車
能

し技技

と能転の 査員

目なす

要関

必に 細て能

つじので実基

動観

自る

い 能。合あ技準

技
月
十
日

金

曜

日

る験、る

試合あ試はあ
れと

の基こにそこ

験格
法は。りぞ。

方準とよ

に、行れ
う 準

とセ

てーのー

じパもパ

もト、ト

うンしン

行セ

審 合あ試は。

の以そ以

格る験、

基こに
セ

は。りー査 準とよパ
うン

、行

方
法 セと上

ーの以

パもト

等 以そ績

ト、成

ンしの

るの

。式合あ式合あ式

こ筆基こ筆

の格るの格

試

記準と記準と記

筆基
、験、験

試は。試は。

に

験

に に
りーりーり

よパよパよ

うンうンう

行セ行セ行

の以の以の

もトもトも

験、 審て 試）格る試は

の 験の基こ

運方準とに
りー 査転 自法は。よパ
行セ 免 動に、

許 車準
ーもト 試 方のじパうン
上 を 転行セの以 験 運て
もトしの い 法にうンと
そ績 。
要の以、成 う
必

の

と上の上 以 等なと上

、成格成

しの合

イア
期

平技

習能技類

教日技種
検外能成能

指検能以技

格る

の合あ

上ので

導定

１１

成
旭

道号 川

イ平審ア 方

の成査種

路
面

の類技

交
規 公通
定年種能 安

に８類検

法
委

よ月、定 員

しのしのし

と上と上と

合問審

５６

、成、成、

関

発発合に

格格い査

合

で

、先る

はせす

表表わ

能、成合あ 下
技しのの

習る
教す

に同そ績格る

検

関識
に知

員員定の検

員

審審員自定年定

査査資動員

格車審月審

型証種日

大者の査１査

、の類大大

応、）、

普交に型月特

た通ん

、をじ普け

通付
能を）

特け技）引

大受

期員

昭

、た

り 会和
、日日審 告

技、査 示

能時

年
第法
検間大 律
定及型 号

員び、

第
審場普

大 第
及北、 ）
査所通 号
び海

教道特

終合

査い

審問

習旭、 条

了わ道

後せ旭 おは

川

む申

お、

方

ね請面 １先

公

間す

週に

安

以る委

い習つ

教そ知自つ教に

の他車て指い

則の識動
習知員の

内自教の導て
し識

と車所識と知

容動
転す必

っ運関て

なのに

教

る関法な

いにる要

て

要
す必

項るに育

事す令

技
教の
の習
識教
知な
る

受を

に
）

。
う

い
を能

習

るけ

自で定け受

普者検
合場

、該審場る

二当員

引検受

ん能を合

け技査
す
格と

資う
員よ

）定け

２
指川普 の

にも
証る

者

公、 ４
員面二 第
導方自

１
を委ん 第
査安け 項

審
と委 イ

の会） 号
次員引

実 第
り長 び

お員 及
施井

内こ

す 条

員

、。

にと

会

文告 書

示

績

す
知

通
に

人
本

り
よ

に

ので

正そ績論そ績論そ
式合あ

誤ので文ので文

るの格る

式合あ式合あ
基こ筆基こ

の格るの格
記準と記準と

筆基こ筆

。試は。試は。

記準と

験、験、験、

試は

に に に

りーりー

よパよパよパ
うン

行セ行セ行セ

りー
うンうン

五
四

る須 の

の
車
動

自
る

係の

。
る

第

誠 項
４

孝 第
。 ３ の以の以

もトもトもト
しの

と上と上と上

の以
、成、成、成

しのしの



３
査提項

審アイウエ

平 の出技又住履運

成 申書能は民歴転

十 請類検第票書免

三 の許 手定

年 続員条写自証

八 審第し筆の

北 海

方第

審川３

受旭の
条

２
北内第

施管項

格面４

資

だる幌海に２

北たす札

道し。市道住号

海

道 公 報

時場
間所

教平科成の成

学平そ平
午旭 他 習成指
導年の年前川 指
導年員９者９９市

第

イ

教平教平

平習教類

教種
指外習成習成

成指習以

導

指 年員導の指

審員自導年導年

号

の

成能成他

平技平の
そ

検
年定年者

月 査１の写

十 等項本もし

日

定記

関規を）

にに籍の

規るし

るす載

す

金

査も

則審た

曜

成請）

平申の

日

該

警、手警所に

年
６書

の区本有当

察１稲察を

曙部すす

旭

通者者

方の５交るる

川

あ

本の４部でで

面ア条
丁運あ

免てこ

運並目転っる

部

。

免に番許、と

転び１

課イ号験路

許同１試道

か文

員９及月月時近

審月び
技日日ら町 査
日能午

普指木木後丁

自水導））５目

二）員及時

）のびま
の

受格月地

を資同で番

けを

場す

る有日５

審月

月査資動員９員９

３格車審月
査 日者の査

証種日日

水の類大大
）、）

）交に型月特火
ん

らをじ普け

か付応、

）

月け教）引

同受た通

受

日者指受を

５た習を

で導け

員
日日

２査３

月審月
普

け
受

を
）

）二）

火自水

規
会
員

委
安

公
家

国

場
る

旭の課交

第
）
号
３
第
則

札通

転び運第

運及幌法

川

転 免

試２

試係許の

許に免条
項

査場４

場審験第

験る

合る金

の号

次２

、第

は

当員るけ

間
日

２
の

者）

教査合場

）該審場る

金

導け

の指受

で習を合

ま

す
格と

間資う

日員よ

３

３

合

る
係の
にも
証る
者

第通通通通

条１１１１

で第

所は

場又

技自に

１ 実

定る
検す
能関識

技に知

４

自察教自つ

技査能関能 審審技に技

検目定る の能項検す 査

車
動
自

等員技車 法定
方

の
証９
かお請

平紙受平時な申

ら、先

成で付成

納期
す８後送

年付間年午郵

北

査手
査 運審査

審審

オカ

関 録目料
受 記細数

を 転

運知

定のる

検車す

能動

関の

に能

施技

実転識

の

面準

識法

知方

る価

す評

て

動及則動い
あ論のあ

知

の採内教の

車びの車
に

転のと所識

運点容習

にてす

能能っ関

技技な

に

る事令

する法

関いる

準実準正のあ論の

観項

転 話査検運 電審審能の
員技
定

査と能
て

－し

細

要

－必
な 目

動

、自

海る月５に旭北

技いの

時よ川海 道こ

申近警

条と日まる市道

例。で
すは町旭

第月と請文察

）

川 号かる受

同付目面

）ら。け丁方
本

第
２月け

部 な 条
定。地転

に日い番運

付
う 明一納

よ 証のの
け

す が

と 書部
れ

は 前さ

者 請除

る 申免

、

あ申 内で査 以者審 日る

文合る接は

を 発る請 に

こ式格こ試、

る
との基と験

記はよー

。筆準。にパ
行ン

試、りセ

験
よーも以

にパうト

五 りセの上五

、績

うトし成

行ンとの

は技は誤合る文合

も以

の基

、試、式格こ式格

の基と 験

記は

パにパ筆準。筆準

セ試、試、

ーよー記は

セり

験 ン行ン験
ーよー

トうトにパにパ

の上りセりセ

以も以よ

うト

のとの行ン行ン

上

績も以も以

成し成うト

績、

運に

線試の法

内能て方

審験
転準

査動許て

、自免じ

車試行
いの

方運をも

の験う ）

以、

法必。し

にうと

転

課

る）５許

め火の免

要

土運

、の川

をで旭

額ま

相及許

に日免

れ曜転

こ

日

る曜場

す日験

当び試

はる さきす 行と

面を

額

のれに もこき た、と れ

公

る道

す海

証北 ）を、

上そで 写員

の委

面安

書

こ

し成合る

とののあ

の の上

。

そで基と

、績格

あとのとの

でそでの上

績

る合るし成し成

あの

そでそで

こ格こ、績、

同の

な下そ
。。

と基と ）基

に。格

能じ合

等技

午

道の

海日

北く

の除

つ １１料
数

手

し会
入前

収
例

通通条



１１ 釧

道号 路

イ平審 方

の成査

路
面

の

交
規 公通
定年種 安

に８類

法
委

よ月、 員

期

昭
り 会和
、日日 告

北 海

格格い査

合合問審

５６
せす

表表わ関

発発合に
い い審問 つ、先る には
査

道 公 報

つ教

関識
に知

習る
教す

の識動い習

必教そ知自

なの他車て指

要則

第

学す

関能
に技

習る
教す

能る要科る

教車技す必

指運教技な教知

習の

号

項 教査
審

平目 習
成指
十導

三員

年審審

八査

技、 示

能時

年
第 道

検間

法
律 釧定及 号第 路員び

審場 方

査所 号

面

第
及北 ）

公び海

教道 安

習釧 条

委指路 の

員

知了わ の終合 て

導方 ２

請

む申

お、

おは 識後せ

あ以る

間す

週に

１先

ね

導
格こにと 合る内こ の

容動習知員

教内自教の

のにし

のと車所識と

習

転す必

能っ運関て

技な

教

る関法な

いにる要

て

のあ論

項るに育

事す令

合る文合る文

正のあ論

習識

式格こ式格こ式

誤

員技の習の

導転習能教
技動習

と能自教の自教
い

て車を能車を

し動習

。

要運う運う

必のいの
に

自に）に）

な転。転

は

技のあ面準

動関に関

試格こ試、

能合る接

月
十査

日

細

金目

曜

日

員面 第 会

審公 ４ 告査安 項

示

イ
の会 号
次員 １
を委 第

実 第
り長 び
お員 及
と委

施西

、。

。 ３
る古 の
す佐 条

よ 、に は書 準。文 基と

り
知 ト通 ンに セ人 ー本 パ

の基との

。 のる 上す 以

筆準。筆準。筆

の基と

試、試、試

記は記は記
験 験 験

よーよーよ

にパにパに

行ン行ン行

りセりセり

も以も以も

うトうトう

とのとのと

の上の上の

験基と験
セ

方はよー

の準。にパ
行ン

法、り

に

の上

じーも以

準パうト

うトし成

行ンとの

てセ

のあ

の上そで

も以、績

項
４

第

等
法

方
査

審

との

３

第

求

査提項審審

の審アイ

条

手
査 第の出技又審査

３

第細数
を ４申書能は査
目料
受 項請類検

２

で
績
成

第手定

格面

所資方

場審路
受釧

し
釧北たす札北内

施管

そ

、績、績、

し成し成

そでそで

時
成

教類平学平そ平

種間
午

習以成科成の
他 指

、績格こ

し成合る

指外

。

そで基と

アイ

類平そ平習

日技種教

期

導

検能以成の成指

能技

他 定検外

検指
能習

類技教

種
アイ

け 定導

第一納
よ ２続員条のの

が

と に査１部付
う 号審

除

る 当にに免

す 該等項
れ

は るす定さ

者 す関規
者審 で規るる

、 者るす

申 る査で査 あ則審

を と成請る請 こ平申あ

市道住

路海だる幌海に

大警、手警所

市道し。
の区本有

楽察１稲察を

曙部す

毛釧

通者

１方の５交る

北路
目本の４部で

丁面ア条
丁運あ 部
び１免て

番運並目転っ

号免に番許、

８転

９９

導の年導年の年前

及月月時

員自９員９者

か

資動月
び 格車
種能午

者の日技日日ら

証

））５

の類木指木木後
ま

付応員及時

交に）導

月

受た資同で

をじのび

け教格

た習を

審

員定の年の年員

者 審員自
格車４３

査資動月月査

証種
者の日日

応か

交に））

の類木水

け技月

受た同

をじら

付

査査
審審
員員

た能５

通通
普普
、、

型型
大大

書と

、、
特特
大大

、、

、と 国はる 年きす 。６
委を、 安れに 公こき 家

公

規る道

会す海

員証北

写員

３の委

第面安

則書

イ号験路

許同１試道

号

札通

釧の課交

課
転び運第

運及幌法

路

転 免

試２

試係許の

許に免条
項

査場４

場審験第

験る

で導す

者指有日

、第

は

査の

該審者）

当員る金

導け間

指受日

習を２

教
証る
者す

格と
資う

員よ

で定
者検日

にも

で

技査ま

該審）

当員金

よ日

定け３

検受の

能を
証る
者す
格と

資う間

員

、、
二二

自自
普普

にも

））
引引

んん
けけ

五
六

１１料

３数

第手

）し会

号

次２

１例

第通通条

条

で第

所は

場又

の
実

る
係の

の
車
動

自
る

係の

の
車

動
自



項 教査
審

平 目 習

成 指

十 自に導

三 動関員

年 車す審審

八 査

北 海

能

自つ技

る
す

関識
に知

車て検

動い

道 公 報

査能関能能

審技に技技

察教

目定る定

項検す検
の 審能の動及則

技車自

検運車び

第

４

請の能

時な申査技

９審

郵法定

ら、先方検

かお
に釧北電審

後送等員

午
時よ路海話査

５

号

証
成で付成

平紙受平

納期

海る月

北す８

年付間年

のる 道こ

月 運知十 転識査

日

価
評

の細 能
技

金

法
方目

曜

面準日

習知の

教の定

試、
接は

す

す関

関に

に施

所識実
論のあ

に識

令知

法る

る
合る文合る

のあ論のあ

こ式格こ式格こ

合る文

技運点容

定転の採内
格

技技な

と能転のと 査員

い

必にて 細て能能っ

し

項

自る事 目なする

要関

誤

技いの準実準正

動観

、試、式

能て方は技は

まる市道

試の法

で申大警

すは毛釧－ と請楽察

。け１方－ る受北路

付丁面

け目本
部内 な
。８転線 い番運
号免
許）

例。
条と日

）

第月

２月

第同

）ら

号か

条
定

に日

審

る）

め金

験
ト

行ン
りセ査

よー
にパ

成法

との
の上
も以方

う

基と

のあ等

そで
、績
し

。筆準。

基との基との
、

は記は記は

準。筆準

、試、試
験 験

ーよーよー

パにパにパ

ン行ン行ン

セりセりセ

以も以も以

トうトうト

のとのとの

上の上の上

の 験 審験運に
転準パにパ筆

りセ試

自免じーよー記

行ン行ン験

査動許てセ

よ

の験うトうトに

車試

の上り

方運をも以も以

うとのとの行

転いの上

も

法必。し成し成う

に

でそでの

要以、績、績

技同のあのあと

な下そ

験
試
許
免
転

運
路

釧
課

等

曜

こ土

、の

をで

額ま

場 曜

す日

当び

相及

に日

れ

る 北く

の除

面を

額日

る

協１

。
基と
格こ
合

成札調警

おの平入

な定

に達察

、適
こ用
受８すす

のを年付を官

入

し成し成

札け月るる男

そでそで

績、績、績

成
で

北

次

６

海

の 道

と

合問審

警

お

格い査

察

り

発合に

本

指

表わ関

部

名

はせす

告

能じ合る合るし
、先る

基とそ

に。格こ格こ、
発
格
合

５

。。

つ）基と

知
習る
教す

自つ教に

表

必学す必教そ知

関識
に

入前

収午

道の

海日
技す 教車

関能
に技
習る
教す

事物性 にる

冬

るの用

係。日項品）
上

、び

は及

達称服

調名
数
量衣

年
４

着 月
競 示

争

審問

第

終合入

査い

了わ札 道

号 後せ

おは以 警

む申

お、下

察

週に」

１先札

ね請入

本

動い習つ

以るい

間すと

員の

教の導て

車て指い
て

にし識

所識と知

習知

育

令教

法な

る要

す必

関

則の識

論のあ論のあ

に

知なの他

能る要科る要

教習識教内自

教技な教

の習の習容動

習能

なの

自教の自教のと車

を能っ運

動習技動習技

のいのいて転

車を能車
転。る関

運う運ういに
項る

に）に）事す

転。

の

面準正のあ

関に関に

し
と能
員技
導転
指運
習

日 技のあ

動
自

な
要

必
て

ケ北ン ラボ マズ

シ海

ュ道

成本

作察

で警本

五 さ部

七

府
政山

た
れ長

部

、。）

にと。

内こう

告

書実

文を

示

に
人

本。

りる

よす

に施

こ

文合る文合る

す
知

通

基との基と

式格こ式格

は記は

筆準。筆準。

の
試、試、

記

験 験

りセ

よーよー

にパにパ

うトうト

行ン行ン

りセ

こ

接は誤合る

も以も以

の基と

試、式格

験

、

よー記は

にパ筆準。

りセ試

行ン験
りセ

も以よー

うトにパ

し成うト

との行ン

の上

試格こ

能合る

、績も以

法、
方は

の準。

験基と

に
うト

行ン
てセ

じー
準パ

達
調田

も以

上の上

。
る

る
す廣

関
に 績

し成し成

とのとの

の での上

そでそで

、績、 績

合るし成

のあとの

そ の上

。
基とそで

格こ、

そで
、績
し成

との
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７
一こ予 保以

連の定

金札の契時 条 以証入下
に 下

お を保政調約期

」契よ い 消納証令達に

税すのと約る て 費付金

等る納いに調 準

北 海

６

札札に
札 札

入開開入
入

よ
し
証 日場日加

参 保 札
時所時金

道 公 報

４５

海話札入

査契北北電入

入条道道番執

に納約海

の

じす項札警号行札

応
らるを幌察

場場 れ物示市本

及所

る品す中部－所

こに場央総

第

２３

務

道名札則日

入次指入規

い成がさに」本

札の平
行れ参と国

に
参ず

うに

加れ年うる加い内

めよ。お

すに北指たし

道競にう）い

るも海名

者該

号

調納納

平達
成を入入
十す

三る期場
年物

八

」こ付う関達 用 品日所

るに る ととの。す後 す

う除第事お 財 い。免）

項い 務
規 。、

て
達 の第 相付調 条則 ）納

当方

が 額法

含はか定 お を等条予 に

。地第れ て む、らさ い

す
と

う

準

部成ににる

北－務平

海

同同者 会 道

９。。、

警計年じじは
の

本海）月そ

察北課

部道
市午見

階幌の

１札日者

札中前積

入

び

要北部日 － と必所区務

。

時北 と２会

海

７札 内 る西課道

す条計

市

地丁幌 線 生
の目

中 供

第て

け２

受北

を区

給央

、

に当告争必と

必す示入要す

契

要者約 条 要る第札なる

にの なこ

、当 基 資と号関件は担
に 規る北者 準 格。にす

づ す名道の 基 定指海等
次 物停務め く るを財求
要 のさ則よ の 品止規に

月の

十仕

日

担

等成約

様平契
者

年当

入

金

が

札月等

説

曜

書定

明日指

日

る

よる

にす

）方

物 用
治品 す条 の自
るま 法の

行称 の令の 施名 分政で
め 令、 ５第定

数 にる
こ 和の及 当と 昭条量 相

７び すろ
よ 政びの 額に 年及そ る

時っ

会央９も

令財入 以
た

場区
北
送条約

郵２分契

丁に

よ７送額

に西郵金

る
北場税

合る費

場目よ消
地

郵道はび

、海合及

は
丁

る７

れ西

ら条
便警、

件 購れり

。
と目

こ 該 のい和海 に 入て昭北
道 当 資な

る をこ北察 す 格い年警
と す。道職 こ 有と海の

と第立

こ則の 。 る規員
会 。

上る

。所

る場

。の

号い

規の の。 第務札

札。第示

号則公 入

約名

る捨税相者契

イア

す札あに

額て事当落で

加金者る者る関

をた業

察必方
算額で金とかす

部）費

号本着消

番
総税

札落

提開入示入

た公ア
額
札 出の、定金

札札に

場に務る等
決 時財め

入こるまれ

契要そすそ

類、応

書札の書たに

約
成参札等提じ の 作に入
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以下
の加にを出な

、
の

８９
財検

札交交札務限

入落財制
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説者規の
内

書決第囲

の場方定

及官定

称察
名警予
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男時 び

し務

たをるをっ申事称

免札者出を

金もか入た

て税書はる担北

額っ

す道

当落事に、こ当海

札。る警

該札業記落と

格です決組察

金価者載

の部

にとある定織本

額

かと速名総

１するこ後

定
未のを。や称務

円る

所い則札係
に お規入に
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当
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す費

話にる税 条て 北北電２
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い入 札警号定件の お、

て札 幌察すに取

る違扱 準書 市本
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す記 央総

をた

し参平しけ

－る載 区務

製ば

否他よ加成たれ

要

うし
すう９見ら
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ると月本な
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類

要者ま書

にる日び。

製、に

さ、に等

求はで

る品次関

れ
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る 交て 財 市本
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規 央総
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平
冬
用
量）期
性 数

－則

成
服

上年
衣
月
こ

会

満で問か及部 ズ
ろ 着

入ず消所計

の、わにび

見税地

数札、費在課

端
る加もの

あ参積等

がに
契事

きるた税

とすっ課

そ、金者

、は約業

は者

有入

端費のあ

の消額で

財さ 北部

し札 務れ ２装

なは
則金 西課い、 規た 条備
丁若効 線第額 ７者無 内

に

と し当 目

く条す該

名に額 指号。金 は各る

さ掲の

れげ

本場契

義見のし

てる分

３提当

びに担

及所約

務

し等

の出者
けら

となか
求

すなを
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にれ説
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項なめ

事ら
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に 線 ７第札 内 西課条入
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丁１

目

のる
り者

よた
にし

定）
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ン
ボ

定を

本

五
八

る 数税

か

を係税 の 額に免 分 金等

事 切る

な札５

い入の
り課に業 す

のこ当

者は相

い又に いた

つ。れ

にいら

しの

札
め落

、
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て場
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価す
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契一一平契

約般般成約名

平 に の競競

成 相争争年関称

十 手入入５す

三 円方札札月る

年 をの１事北

八 決公日務海

北 海

１２３４

札氏住札

落背落平落落

者金

札広札成

に服者
決６氏

係を年の名所額

る

定月名 物

及榎札 し 品
のた日び本幌 着

道 公 報

北

次 海

の平 道

と成 警

お 察

り年 本

一８ 部

般月 告

競 示

争日 第

第

ここ詳

のの細

入入は

札札、

及の入

び執札

契行説

号

手及

の語

所約本

契日

イ
地お本

に日

続び 在

月 定告付を道

十 しけ担警

日

る部

手海す本

た北当察

察織務

警組総

続道

金

部名会

本の部

曜

示及課

告称計

日

所

第び

央

称所事中

名日住商市

社２

数会南

び式区

及株

西
条

量

目
丁

入
札
に 号

よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た

約は明

は、書

、公に

調開よ

達する

手る。

続。

の
停
止
等
が
有

話用

北電使貨

て通

い国

幌言

札号る

道番す

海

語 市

び

中－及

央

通

北貨 － 区
２

地

号在 。

北
海
道
警
察
本
部
長
山
田

り
得
る
。 丁線 ７内 西

条
目

１２
設示 ） 島平保敷指 号 渡

区さ期 第 支成護

庁

年域れ間

月い 第 内８て 条 管
渡 ７

島
海 契

区 約名所

漁 に在

業 関称地

調 す

整 る

廣
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契指指平 落

約名名成 氏住札

の競競 金

相争争年 名所額

手入入５

円方札札月

平落警警落平落

１２３
者

成札察察札成札

に官官者

年係を年の

定月名

８る男男決７氏

月物性性

北

次 海

の 道

と 警

お

所

察

り

在

本

指

地

部

名 告

る １ 地
先

に漁 規 面置 の 海日定 項
づ るら 基 けか に お具 定
定き

渡 とト 業
のー 漁

次メ 置
保り以 島 のおル

委 事北北

員 務海海

会 を道道

指 担警札指渡

示 当察幌島第 す本市

海２ る部中

号 組総央区 織務区

漁

名会２

の部北

業 称計条

調 及課西

榎札をの

商市定示付

本幌決公日

手海

株央た北

事中しけ
察

社２警

会南続道

式区

部

西本

条

品））し９及

目示

丁告

合日住

日の用用た日び

ボ

及上ズ

称服服所

名合
量
数ン

び衣

競

着本

示

争

北

第

道入

海
札札
に 号

者

区札

央落

中り

市よ

幌

指内 海

西定

条決

２を

北

業 域す区 漁 区示の 区 護
いす 整 つ。と 調 にる域

漁

会 、。 員 てる 委

五 会

九

西

法

長 業

び７

昭

整 所丁

委

地
在目

員
示会

第

山
長

部
本

察
警

道
海

北

号

田 和

目。

丁た

７し

田

第

美 律
法

勝 年

廣



町同 心

上線福 点と 点久
別ーら

との 磯島 根メか
字 葛 川ト沖

最境 町町 ３

高線日 登 河ル合

大界

潮と 支の 口の

基左線

北 海

第第

点点点点点

基基基

ル

号号号

１２３１２

第
函北久基と基

道 公 報

１
椴灯沖基岸

平禁首ら海

区台合点線

成止
法

第と 華 年域中

１に 村 ８心
とー、っ

と 月点メ号よ

恵

日最ト点て

第

を北たり 渡

漁使めで 島

業用な

海 権

海道 に

法しさい 区

てけ。

海 基

漁面 づ

昭行」 業

和う採
漁 き

調

捕
業 漁

整調 業

年釣に 委

法漁つ
整 を

員 営

号

成護置

平保定
３

平区漁

成年域業
十９内の
三月の保
年１行護
八時最出 灯 日為区

にー

海大日 台 点岸とメ

２とよト

岸高の 中 第線

岬 点 号最っル

線潮出 心

の海先 と か大ての

と時

まと

交岸端 最 ら高囲線

潮点線と 大

時れに
大 潮 海たよ 度かと最 高
交高 時 岸区っ のらの

線線域て
時 か 岸 と囲 度 と点潮 海

点ら海 線 のま の 基

交線
点 館海北根点のの

川１点と
第 市道海別第

待産水河号の
２ 立水道

ら点
か 岬部産口か交

号

根三岸正

ら 図部左

点角線南

点との度

水最線
大と分

高最の

潮大線

の、ま

町大ル１囲

山

と

と２た

境潮線点れ

の高
よ点域

線海に、区

界時
大とて及

最線っ３

と岸

点

潮 渡交ま基

高の囲び
３

海 海かた第

時 島点れ

律法い
規

岸 区ら区

会

第」て
則 む

指 場

に知 示昭 合

よ事 第

るの 号和 は

３ こ）許 号年 の

北 限さ可 第
けを

のけ 第道 で」受 条海 り

捕者 項則 い採た １規 な

にが の第 。

規

月かの域

十ら禁内

日止に
い

月お

まは

日て

金

水

で、

曜

動
産

日

と 交れ 線

の
物

、 第岸

点た

号と 交 か区 度 最 ３線 の

大 ら域

潮 ら交 か 正分 高 かの 点

、 の線 時 正点 ら 南の

海、 南線
線大 線点 、度 岸最 の同

のら 磯線 及高 とか 上の

町び、潮

同知時 交葛

最

）時高

登度 線海 内 点

岸潮

線海高

岸時大

海潮
点ら岸

交か海

の線時

と

ら

合か

沖線
沖

メ合

の 業南の

線 漁正域号

ー

、を

点 整線点

交 調の各

会大次 ら 員最順 か 委
会高に

長潮結 度
時ん

線と 線
岸線 の

西海だ 分
及最 、

田

つ当
第 基て許 ） にい該 号 定
づ、可

次内
規 渡との の 、の容 条 き

禁を に 海り捕 定 島お採
試 おする り に止す よ 区

行
を

捕
採

。合 験 ける場

だ
た
。
い
な
ら
な
は
て
っ

灯合 らと線

支沖 か岸 町

沖福及 台
中合島び

ト 勝び大 戸

線ト

のー

ルメ

汐か時

美線潮 町
同高 井 だこ 究
たは 研 る

平
」、の限 舶しの 等 船

記成記成

上平上
禁 禁
止年止年

区９区

禁
２

業
漁
、
し

域月域月

高間

ト大期

ー最止

メと

日

の１の１

点時
の潮
ル

ら、ら

ちかちか

う日う

、
月、月

ま

日、日

で、で

ま

町に
島と
福線
び岸
及海

舞ま
慕囲
符て

白っ
字よ

大
最
と域

端区
先た

岬れ
線

岸
海
時

潮
高

六と

〇

線
だ
ん

結
次

順
を

点
交

の
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島海区漁業調整委員会指示第

第

３号

号

月
十
日

金

曜

日

３
セ

遊ーをラライ

ャ限ラ

ーわセセン

漁ボ行イイ
スス取

業トなンンス

船
使い

船遊会をにラ

イ員舶と
セ

自、舶漁の使ライ

り

すセン

己秋ご船ラ用イ

者セるンス

がさと業イ

２

使けの

る

け期セラ本ア

さ施イ

員秋事

船間ンイララ委
セ会さ業

釣でスセイイ
ンンあけを

り別取ンセ
のススて船営

をに得ス

下規１

行示者

網

網定 走

走に平秋平 海

支よ成さ成

秋

区さ

け 庁り 漁け
管、年船年 業

内次８釣８

船

調

斜の月り月

釣

整

申申者

が用。のの得

者

手手遵

用が請請の

使者

及、事

る用続続守

す使
船発行

舶るび発項

船す
下基準

以舶行基

以準そ

漁他

遊下の

を発

用船取又ン遊スを

を船取行

権釣得はス漁

務レ取業得す

限り義プ

隻

持すジ得者しる

をを

なはけ数

つるャし又な

舶ボけプれ

船者ー
トばジな

又以ーれレば

使使なャら

は下

者なボい

用プ用らーな

す」取のをに釣む
権レ

てそと得区取申り者

っ
はのい分得請を

なわ下

な実うしし行以

な海）うけせ

ら施。よ
ばた漁

い域のとれる遊

お用るなめ船

。に使す

ラ者

だいす者らに業

た

船、いイ」

してるはな

り

同本舶秋。セと

、、

の 里と 委」
町お日ラ日 員

地りイか

と

会

先指セら

い

指

海示ン同

う

示

域すス年

。

第

にる９

）

２

お。月

に

号つ
い け

漁 舶網で

、 船ま

て る日

業 を走の

指網
走
海
区
漁
業
調

事

とジな

」レ要

船プ必

ー、

。ボは

うー項

いャ
、」に はト別

）

六 と定

一 いめ

ー。

） 内
。。 以

うる 隻

使

をャ、。ト

限ジはい
者

つボさだ用

持ー秋た
異

人ト船、が

他ーけし
る

ら用り一な

か使釣同
合

用」使船場

使者にの
は

認いすでに

をと用舶

い
ら。船っ、

めうるあ

員乗けスう

年委にさン

釣取）

月会っ船を。

９

にし

日ラ行り得

１のて

用者

らセ場使た

かイう
ン合

まを、る乗

日スはすを

の得の舶さ

で取こ船船

さたり区て

秋し限のせ

用区限

法 使海制

調に

和 て業間

昭 し漁期

行

員に

法 釣委別

年 う整、

法会す 第 漁会示 律 り
に長制

さ域 第
る杉海 ）

よ限 号

整
委
員

示会

の レ
数 プ
隻 、

、 し
は と

ごも用

れ）舶て使

ジ制

者

舶に当る

船と、す

た

で分漁

よ委船ご

に本該

船なに場

け者
り下。じ案

釣以い応に

のて内

実ラ、す

け森に

項
捕て １
採い 第

のお 条

隆は

以の秋



果

２釣漁竿な漁遊釣

船

被時の

のり具釣お具漁

に同害に制

規を及り、

て漁限時のは限

定しび

然敷

基は法定に未、

に
づなのす使

北 海

４

ラなそ漁漁さラ

じ遊秋
セ

委イけの港者けイ

本

遵釣ン

員セれ他のの船

スな用守りス

会ンば利

行得

調取らに事を取

の
査得な当項
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日漁航釣ラれラ者

け用
セ同

没具行果イばイは

ンらン乗

か被時報セな

びのスなス者

ら害及告

の未遊提取い取か

日の
出然漁出得。得ら

第

章ラし遊ラめ夜

当揚定
の

船旗イな漁イる間

該

ン漁船

舶のセけ者セ遊

ばのス者釣

に掲ンれへ

認をな情取のり

承揚ス

証発ら報得遵の

号

イ承ラ

ラ
平セ認イ

成ン証セ
十スのン
三取常ス
年得備取
八

中

きら制る用防設

者得

イいるの

ラな限。す止

スは等

ン数具

セ。竿漁
を

得人害

取１被

を、に

すな

者とえ

た本与

し１

。っ者舶

者いたう船
の

乗

本は、の

、てはへ

は
会港事

員漁の船

委、次
守

う者遵

行理を

が管項

者取

示示な

指指し

本の

で止にはたり

ま防時者

間、秋遊と

のは、るま

、設け船の

は敷さ漁め

さの釣者、

秋中船業上

船具実、告

け漁りは報

りに期船る

釣等施乗す

な提者守禁
を被間客も

項

備さい供は事止

を行

己知

てた自を

えれ。、

なを使せ

か舶のら

お船

るの

れさすも

け秋用る

ら釣舶す

な船船と

ばけ

なりにる

月は者

十、は

日

をン

項セ

事イ

のラ

次、

金

守を

遵ス

曜

な行

し発

日

舶。よ

船るい

れれ

けさ

たけ

しな

船し

乗に

にう

けな

なら

でな

合ば

場れ

遵従れ

のにけ

ば。

れい

な

況けら

状なな

守わば

にら

査な。

調ばい

のれ

での

は
て
っ。

たい

当な

るす

たを了あと

し害終

漁。

、え、遊る

り与後

よ員か

せい委者

さな本

プ

しにに、

りう会ら

た

け報ジ

はな果レ

てし釣

。

なばをー

られ告ャ

な

する

用す

。使乗

いに同

、同

はは

合又

場客

る乗

るし

め対

定に

に者

別乗

い秋

なを

ら舶

な船

ばた
す
用
使
に
り
釣
船
け

。さ

基基基

け
さ
秋
、

点
１
第第 海点線第

点点 の

と２３ 域次
基点大

号号 かの、最号
高

ら
点

６制１２

応
に
れ
こ

実

限
域限海と施

そそ海制の

他他及海域次最海

のの
務実基高

事び域の大域

出ー

いな提ボ

取施点潮

５

。
いな使

なしト

。ら

イ

本遊ら示指ン

な指本セ

売売委漁なに示ス

販販

従行

等又員者い従に発

、なわを

のは会は。わ

に

を４

旗、

章て

制他の

掲

。

取す注い

獲を棄に

得れ放釣意廃

で足のし払の従

者ば流

て止放

なり制たっ禁い

、
は
合
場
る

いる限さ

は

しの者

獲果漁

釣釣遊

保告、

、報

里点
斜斜 の第、潮斜の

海町）
ささ 海１点時

けけ 域号
点線羅
・・ を、、岸と
に臼
ほほ 除点

っっ い６
点りの
けけ た、、よ町
囲境
定定 海点

第第 域７
、、ま界
たと
号号 点点れ線
のの ８

扱海第時

基基 、、海最

必、線

に号岸

い域１海
囲

事、り

な１よ

要点に
点た

、、れ

は２ま

項点

いな行

定、域

に３海

別

物査委者いわ

限の調本

の会対合い

と員に場な

換行るはの

交がすに等

目本置秋置

をう措、措
船る

と示けと

的指さを

秋守りと

て遵釣こ

しの

る

漁をりす

遊。け取流

す、合

に流い場

者放扱

き

て場獲除

いる釣を

つ

、ち釣

、は直、

は合後

た

すも放し

船たに獲

乗
会

る員

す委

持本
る網流

果

き釣

でに

がて

とあ

こ

大

、提

はを

け告

さ報

る

高
点点 点点域

９

緯緯 点点時
北北 、、潮
海

点点線
度度 、、岸
と分分 、及の

基点秒秒 点び交
、、

東東 、点

経経 点
を

び
及

５
点

。、

る４

め点
第
点

基

況ラあ

さ状のが

順
を

号

ン

釣調セ。

船のイる

け

た行

行当発

をにス

り査

なはり

はて取

てっの

っ

さ

いに、

なれし

らこ消

用けは

舶使なけ

船をし

帰

用るばち

使すれ持

の

魚なこ

でどらる

者なな

し

ラを。と

る体いと

あ

な棄

ンし廃

セ傷、

イ損

れ

人け

１な

日し

１出
ス

とな

内ら

以な

尾ば

六すい

二

し
だ

。た

る。

、順
点次度度

に
、結分分

点ん
だ秒秒

。応又

線
だ
ん

結
に

次

、

ばラ

れの

け回

な次

じは

な

者うは

得よて

取いし

ラ
、

出のな

提心ら

に細

ス
ン

セ
イ



第第

点点１２

基基点点

平
成 号号基基

十 点点

三 第第

年 斜斜 ののの１２

八 ささ 点点点号号

北 海

第第

点点点点

基基基基

第第

斜斜 のののの

号号号号

ささささ 点点点点

斜斜
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第第

点点点点

基基基基

第第

斜斜 のののの

号号号号

ささささ 点点点点

斜斜

第

第第

点点点点

基基基基

号号号号

６７８９

第第
点点

斜斜斜斜 のののの

ささささ 点点

号

号号

４５

第第

点点

基基

ささ 点点
斜斜 のの

月 けけ ）））かか

十 ・・らら

日 ほほ

けけ度度 っっ

第第

分分 定定

金

号号

５４

曜 のの

基基

日

））））

ーー
メメ 点点

ほほ

・・・・

けけけけ

けけけけ

っっっっ

ほほ

７６

第第第第

定定定定

のののの

号号号号

９８

））

点点点点

基基基基

・・・・

けけけけ ））

けけ

っっっっ

ほほほほ

第第第第

定定定定

けけ

基基

のののの

号号号号

））））

点点点点

基基

ほほ

・・・・

けけけけ

けけけけ

っっっっ

ほほ

第第第第

定定定定

基基

のののの

号号号号

けけ ））

点点点点

基基

定定

けけ

っっ

ほほ

・・

第第

点点

基基

のの

号号

ルル 緯緯

トト 北北

のの
点点 度度

分分

経経

東東

、、

秒秒

度度

緯緯緯緯

北北北北

度度度度

分分分分

東東

、、、、

秒秒秒秒

経経経経

東東

度度度度

緯緯緯緯

北北北北

度度度度

分分分分

東東

、、、、

秒秒秒秒

経経経経

東東

度度度度

緯緯緯緯

北北北北

度度度度

分分分分

東東

、、、、

秒秒秒秒

経経経経

東東

度度度度

緯緯

北北

度度

分分

経経

東東

、、

秒秒

度度

分分

秒秒

分分分分

点点
秒秒秒秒

第第
点点
基基

分分分分

点点点点点点

秒秒秒秒

点点

点点

基基基基基基基基

第第第第

点点点点点点

第第第第

分分分分

点点点点点点

秒秒秒秒

点点
７８９

点点

基基基基基基基基

第第第第

点点点点点点

第第第第

分分

３４５６

点点点点

秒秒
第第

点点点点

基基基基

第第

らら
かか
号号

度度
分分
秒

かか

号号号号号号号号

らららら

かかかかかか

らららら

度度度度度度度度

分分分分分分分分

号号

２３４５６７８９

かかかか

号号号号号号

らららららら

かかかか

らら
度度度度度度度度

分分分分分分分分

１ ９

らら

かかかか

号号号号

らら
度度度度

分分分分
秒

六
三

のの
ルル
トト

ーー
メメ

点点

ーー

メメメメメメメメ

トトトト

ーーーーーー

ルルルルルル

トトトト

のののののののの

ルル
点点点点点点点点

ーー

メメメメメメメメ

トトトト

ーーーーーー

ルルルルルル

トトトト

のののののののの

ルル
点点点点点点点点

トト

ーーーー

メメメメ

のののの

ルルルル

トト
点点点点
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